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開  会 

 

○司会（仲業務部長） それでは、ほぼ定刻になりましたので、ＣＤＭ吸収源事業説明会を開

催させていただきます。 

 私、進行いたします仲と申します。 

 本日の進行の次第等若干事務的なご連絡を冒頭にさせていただきます。 

 本日、いろいろな資料を入れさせていただきましたが、１枚紙で「説明会」というタイトル

で、主催者挨拶、その後報告という形になっております。ご報告につきましては３人の講師の

方を予定させていただいております。事務局の勝手な時間割当てでございますが、各20分程度

ということで、ただ、お手元にお配りしている資料を見ていただいてもおわかりかと思います

が、かなり内容の濃いご報告をいただけるのではないかと思いますので、講師の先生方には、

20分というのはあくまでも目安でございますので、適宜、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、当方の事務的なミスがございまして、皆様にお配りしている次第ですと、１番目

に赤木先生、２番目に小林先生、３番目に清水先生という順番のご報告というふうに配付させ

ていただきましたが、当方の手違いでまことに申しわけございません、小林先生と清水先生の

順番を、清水先生を２番目に、小林先生が３番目という形でよろしくお願いいたします。当方

のミスでまことに申しわけございませんでした。 

 ３人の先生方のご報告をいただいた後若干休憩をいただきまして、その後３人の先生方とま

とめて質疑応答の時間を設けてございます。終了は、これもめどでございますが、概ね午後４

時には終了させていただきたいと考えておるところでございます。 

 あと一点、本日いろいろな資料をあわせて配付させていただきました。私ども国際緑化推進

センターのいろいろな宣伝とか、海外林業研究会のご案内とか、賛助会員のご案内とかいろい

ろ入れさせていただいております。それにあわせて、実は口頭でのご案内でまことに恐縮でご

ざいますが、私ども国際緑化推進センター、来月、２月にＣＤＭの人材育成研修を予定いたし

ております。実は、一部講師の先生方調整中ということで、まだホームページにも載せておら

ない段階でございますが、日程といたしましては２月20日～23日、20日が月曜日でございまし

て、月、火、水、木と４日間、若干長いのですが、人材育成研修を予定いたしております。詳

細につきましては調整が固まり次第またホームページ等でご連絡させていただきたいと思って

おります。 

 ちなみに３日目、水曜日には、この人材育成研修の一環と位置づけておるのですが、海外か
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らＣＤＭ関係の専門家をお招きいたしまして、これも毎年開催いたしておりますが、国際フォ

ーラムを予定いたしております。これにつきましても講師の先生方一部調整中ということで、

まだホームページ等に載せる段階まで至っておらないのですが、固まり次第、私どもＪＩＦＰ

ＲＯのホームページに載せさせていただきますので、お時間のある方はぜひご応募いただけれ

ば幸いかと思います。 

 事務局からの連絡が若干長くなって申しわけございません。 

 

主催者挨拶 

 

○司会 それでは、定刻を若干過ぎましたが、ただいまからＣＤＭ吸収源事業説明会を開催い

たします。 

 開会に当たりまして、主催者であります国際緑化推進センター理事長、塚本からご挨拶申し

上げます。 

○塚本国際緑化推進センター理事長 国際緑化推進センター理事長の塚本でございます。 

 本日は、ＣＤＭ吸収源事業説明会（ＣＯＰ11報告会）を開催いたしましたところ、新年早々

の大変お忙しい中にもかかわらず、このように大勢の皆様にご参加をいただきまして、まこと

にありがとうございました。昨年11月28日～12月９日まで、カナダのモントリオールにおきま

して気候変動枠組条約第11回締約国会議、いわゆるＣＯＰ11が開催されたところでございます。

また、ご案内のとおり、昨年２月には京都議定書が発効したこともございまして、今回ＣＯＰ

11とあわせまして京都議定書第１回締約国会合も開催されております。 

 さて、このＣＤＭ植林と申しますのは、一義的には温室効果ガスを吸収するという目的があ

るわけでございますが、あわせて森林の造成、整備、利用等を通じまして、それぞれの地域社

会の発展や自然環境条件の改善、こういったことに役立っておるところでございまして、そう

いう意味では大きな期待が寄せられているものであると思っております。 

 一方、そうしたＣＤＭの実現、実施に際するいろいろな細則等につきましては、これまで数

次にわたるＣＯＰの場で議論をされ、簡素化ルールを含めて一応整理されてきているわけでご

ざいますが、実際にスタートしたプロジェクトは１件もございません。すなわちこれまで十数

件の方法論が提出されているだけで、その方法論の中でもただ１件だけ承認されているという

ことでございまして、まだまだという感じがいたしております。 

 私ども国際緑化推進センターにおきましては、林野庁のご指導をいただきながら、小規模Ｃ
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ＤＭのモデル植林に着手をいたしまして、ＣＤＭ植林の具体化に向けた課題の抽出や、あるい

はその解決方法といったことの検討を行うということにいたしておるところでございます。本

日お集まりの皆様方の中にも少なからずＣＤＭ植林に対する取り組みをしたいと思っておられ

る方もいらっしゃると思うのでありますが、そうした取り組みを進めていく上で、やはりＣＯ

ＰあるいはＣＰＯ／ＭＯＰの議論の動向というのは極めて重要な情報であるというふうに考え

ております。 

 本日は、今回のＣＯＰ11で日本政府の代表団の一員として会議に参加されました林野庁の赤

木様と清水様、そして、私ども国際緑化推進センターが主催いたしておりますサイド・イベン

トで講師を務めていただきました日本大学の教授、小林様、このお三方から現地における公

式・非公式にわたるいろいろな情報を伺うことになっております。３人の先生方、どうぞよろ

しくお願いを申し上げます。 

 それでは、本日の報告会が、我が国がこれから進めようとしているＣＤＭ植林の実現に少な

からず寄与するものであることを期待いたしまして、まことに簡単でございますが、主催者と

してのご挨拶とさせていただきます。 

 本日はまことにありがとうございました。（拍手） 

○司会 理事長、どうもありがとうございました。 
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気候変動枠組条約ＣＯＰ１１・ＳＢＳＴＡ２３・ＣＰＯ／ＭＯＰ１について 

赤木利行 林野庁森林吸収源情報管理官 

 

○司会 それでは、３件ご報告いただきますが、第１件目の報告ということで、「気候変動枠

組条約ＣＯＰ11等について」ということで、林野庁森林吸収源情報管理官、赤木先生によろし

くお願いいたします。 

 それでは、改めてご紹介させていただきます。赤木情報管理官にあられましては、林野庁森

林吸収源情報管理官ということで、言ってみますと3.9％の責任者ということでございまして、

大使館勤務ということもございまして、国内対策だけではなくて海外にもご造詣の高い方でご

ざいます。今回のＣＯＰ11にも日本政府代表ということでご出席いただきました。 

 赤木管理官、よろしくお願いいたします。 

○赤木講師 ただいまご紹介いただきました林野庁の森林吸収源情報管理官の赤木でございま

す。 

 今ご紹介いただいたとおり、私の方は森林吸収源ということで、国内の、日本が約束してい

る６％のうち3.9％を森林の吸収で賄う、皆様ご承知のとおりだと思いますけれども、それの

報告あるいは検証を主な仕事としております。今回、ＣＤＭという観点では、お話は後の方に

お任せして、今回の気候変動枠組条約の会合、京都議定書の第１回の会合ということで、そう

いう意味ではタイムリーな会議だったわけですけれども、その結果の概要について報告をした

いと思います。 

 まず、11月28日～12月９日まで開催されたわけですけれども、今回何と言っても参加者が非

常に多かったということです。京都会議のときにも１万名近く、これはＮＧＯとか国際機関な

どのオブザーバーも入れて１万名近く出席したわけですけれども、それに次ぐぐらいの登録者

があったということで、やはり京都議定書の第１回締約国会合が行われたということもあって、

非常に関心が高かったということがいえると思います。 

 我が国からは、小池環境大臣ほか外務省、経済産業省、環境省等々70名ぐらいの参加者があ

っということでございます。日本のＮＧＯの方々、ここにおられる皆さんの中でも何人かの

方々は多分カナダの方に行かれていると思うのですけれども、日本人の方も多かったという状

況でした。農林水産省関係では、森林分野というのが一番大きな課題ですので、林野庁からは

５名出席いたしております。 

 それから、先の話ですけれども、次は11月ぐらいにケニアで開催予定です。アフリカでは、
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過去にマラケシュ会合とかやっておりますけれども、ケニアで行うということが決まっており

ます。 

 今回、カナダが会議の主催をしたわけですけれども、実施（Implementation）、改善

（Improvement）、創造（Innovation）という三つのＩを提唱して、会議全体をうまくリード

したということが一ついえるのではないかと思っております。今回は非常に重要な案件があっ

たわけですが、そういったものをうまくカナダがリードして全体をまとめたのかなというのが

私の印象です。 

 主なものは、ここにありますように、一つがマラケシュ合意の採択、あと、遵守に関する手

続きがまとまった、それから遵守委員会であるとか６条委員会の設置であるとか、最後に書い

てありますけれども、将来の枠組みといいますか、そういったものに対してどういうふうに取

り組んでいくかという形が固まったということがいえると思います。 

 その詳細部分ですけれども、マラケシュ合意を含む21件の決定案が正式に京都議定書の会議

で合意されて、決定されたということが大きな成果であると思います。 

 それから、遵守に関する手続きが確立したということで、不遵守の場合に、具体的に決定案

というものができていたわけですけれども、例えば排出超過分の1.3倍の次期への持ち越しで

あるとか、あるいは排出量取引の移転の禁止とか、そういったものがあったわけですけれども、

一部の国からはそういったものを議定書の中に盛り込む、いわゆる法的拘束力のあるような形

でまとめようという意見が出たわけですけれども、今回、先進国等々の反対によって、最終的

にはそういったものは決定案という形でまとまったということであります。ただ、決定案とい

うことであっても、国際法上は法的拘束力はないということになるのでしょうけれども、そこ

は各国の合意ということですので、当然不遵守の場合の手続きには従わなければいけないとい

うことには変わりないということであります。 

 それから、各種委員会、遵守委員会、６条監督委員会、これはＪＩですけれども、それぞれ

設置されて、日本の方が委員に選ばれているということであります。 

 ＣＤＭに関しても、ＣＤＭを推進していく、あるいは改善するための方策というのを検討し

てきたわけですけれども、そういったものについても一定の方向が示されたということであり

ます。 

 それから、将来の枠組みに向けての行動ということで、これは京都議定書の中に３条９項、

９条ということで位置づけられているわけですけれども、３条９項に関しては附属書Ⅰ国、先

進国の次期約束についての議論の開始について記載されているわけですけれども、2005年末ま
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でに実施をしていくということですので、今回がそれに当たるわけですけれども、それがスタ

ートしていく。それから、議定書９条に基づく議定書の見直し、これも議定書の第２回目の締

約国会議で議論していくということになりまして、その枠組みも示されているということであ

ります。 

 この二つに基づいて、それ以外の議定書に入っていないアメリカであるとかあるいは途上国

をどういうふうにこの条約の枠組みの中で実効性のあるものにしていくかということがポイン

トになったわけです。 

 最終的に三つの枠組みができたということで、一つは、アメリカとか途上国も含めてすべて

の国の参加による対話の開始ということで、これはあくまでも将来の枠組みを予断しない形で

対話をしていくということについて、途上国、アメリカも対話を進めていくということについ

ては合意をしたということです。それから３条９項、９条に基づくそれぞれの検討も進めてい

く、この三つの枠組みが将来に向けての行動ということで、これはセットで合意という形にな

ったというふうに私は思っております。 

 次に、森林関係の分野でどういった議論がされたかということでございます。森林関連は、

主な議題というのは、大体吸収源の算定の方法とか、森林のＣＤＭに関するルールとか、そう

いったものは既にルールが固まっておりまして、最終的に積み残しになった案件とか、将来に

向けて具体的にどういうふうにしていくのかというところの議題がこれらの議題です。 

 これが最後に残った議題だったわけですけれども、吸収源に関する情報提出不履行の基準と

いうことで、どれだけ二酸化炭素を吸収したかということを報告するわけですけれども、その

報告の内容が著しく劣るといった場合には、報告した全量を差しとめるというルール、これは

排出の方も既に決まっているわけですけれども、その吸収版を今回つくるということで、これ

はある意味で非常に重い内容だったわけですけれども、最終的には事務局から調整案が出て、

各国合意したということになったわけです。 

 その内容ですけれども、約束期間のある年におけるある活動の調整の高さ（Ｍ）％は、その

活動の調整済みの推計値、要するに報告を出して、その報告の内容がＬＵＬＵＣＦ－ＧＰＧ、

いわゆる良好手法指針などと合致していないというふうにみなされた場合、これはいわゆる提

出した報告内容をレビューにかけて、レビュアーから指摘があって調整をするわけですけれど

も、その調整値と実際の報告値との値の差といいますか、そういった割合が全体でどれくらい

を占めるかというところで、あまり調整がたくさんかかっていると、その報告全体が信憑性が

ないのではないかというふうにみなされるということで、それの計算式、これは日本提案とＥ
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Ｕ提案でどちらにするか最後までもめたわけですけれども、最終的には、ベースはＥＵ提案で

考え方は日本提案を取り入れるということで、最終的に事務局からこういった数式が示されて、

折衷案的な形でまとまったということであります。このＭの値が９％未満であれば不履行では

ないというふうにみなされるということであります。 

 それから、ＨＷＰの取り扱いですが、伐採木材製品に関しては、現状では伐採木材製品とい

うのは、木材を伐採したら今のルール上は排出というふうにカウントされておりまして、要は

伐採した国で排出としてカウントするわけです。ところが、実際に使っているのは、例えば輸

出した場合には輸出された国が使っているわけですから、ある意味で不公平がある。もう一つ

は、伐採した木材であっても、要するに炭素が蓄積された状態にあるわけですから、それを何

とか評価する必要があるのではないか、さまざまな意見があって、この伐採木材製品の取り扱

いというのを具体的にどういうふうにしていくかということが議論になっているわけです。こ

れは木材の輸出国、輸入国、日本のように輸入している国と輸出国とでは大きく考え方が違う

ということで、今回も議論はしたのですけれども、最終的には議論がまとまらなかったという

ことであります。 

 簡単にいいますと、デフォルト方式、ストック方式、プロダクション方式、フロー方式、こ

ういったものがあるということです。資料の方に具体的なものをつけておりますので、それを

見ていただければと思います。 

 もう一つ大きな議論になった点ですが、これはパプアニューギニアとかコスタリカから提案

されたものですけれども、熱帯林などを中心にした森林減少をどのように食いとめていくかと

いうことについて、なかなかいい案がないわけですけれども、ただ、森林減少による二酸化炭

素の排出量が、全体の排出量の最大で25％ぐらいを占めているのではないかという報告もあっ

て、そういったものをいかに抑えていくかということが温暖化を考える上で非常に重要だとい

う認識がまず前提にありまして、そのためには単に森林の伐採を減らすとかといったことでは

なくて、途上国に対しても森林を伐採したり、あるいは農地に転換したりするような、そうい

ったことをやめさせるためのインセンティブ、そういった努力に対して適正に評価するような

システムが必要ではないかという提案であります。これ自体は、ＣＤＭの過去の議論の中にも

ＮＧＯなどから同じような提案があって、現在のＣＤＭ植林というのは、新規植林、再植林に

限定されているわけですけれども、こういった森林減少を食いとめる活動に対してもきちんと

何らかのインセンティブを与えるべきだという議論は以前からありました。それが今回また出

てきたという感じであります。 
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 途上国、特に南米諸国とかアフリカなどが非常に中心的に動いておりまして、ＣＲＮという

一つの仲間をつくって、そこが主導して動いた。Ｇ７７も最終的にはサポートをするというこ

とで動いておりました。 

 これについては具体的な議論は特になかったのですけれども、今回は今後どういうふうな形

で議論をしていくかというところが決まりました。議論の中で、途上国からは、こういった森

林減少をとめる活動に対して、インセンティブも含めてできるだけ早急に検討を進めて結論を

得ることを求める。その裏には、技術的な議論もさることながら、資金的な意味で議論をすべ

きだと。したがって、ＳＢＩでも議論をすべきだという主張が途上国からございました。先進

国は議論の開始、こういった議論をして森林減少がとまるという目的自体は非常にすばらしい

ものなので、そういった議論を進めていくということに対しては異議はない。ただ、さまざま

な技術的な論議というか、そういったものがなされていないわけですから、そういったことを

慎重に行っていく。まずはそういったことをしていくべきだという主張をして、あまり性急に、

例えば次のＣＯＰまでにやるとかというふうなことではないということを主張しております。 

 最終的には、次回のＳＢＳＴＡ24で議論を始めていく。その24の後にワークショップなどを

開いて、２年後のＳＢＳＴＡ27で結果を報告するということだけが決まりました。最終的には

それをＳＢＩに挙げるかどうかというのは２年後に議論をしていくということになっておりま

す。したがいまして、次の枠組みの議論になっていくのでしょうけれども、そこははっきりと

見えていないのですけれども、そういったものにつながっていくだろうということであります。

これは非常に重要なこれからの視点になってくる問題だと思います。 

 あと、小規模ＣＤＭ植林の方法論、これは後で清水補佐の方から詳しい説明があると思いま

すので、省略いたしますけれども、こういったものが承認されたということであります。 

 報告様式の修正というのは非常に技術的な話ですので省略いたしますけれども、報告様式の

技術的修正がなされたということであります。 

 今後の予定として、ＳＢＳＴＡ24と次のＣＯＰ、ＣＯＰの方は日程がたしかこれだったと思

うのですけれども、ＳＢＳＴＡ24はこの日程で行われる予定です。 

 最後になりますけれども、今までの話とはちょっと異なるわけですけれども、アジア太平洋

パートナーシップ会合というのが、実は今オーストラリアで開かれております。これは京都議

定書の枠を超えたパートナーシップということで、アメリカが主導して豪州、中国、インド、

韓国、日本が入って、昨年の７月ですけれども、ラオスの別の会合でこういった枠組みがつく

られたということであります。目的自体は、京都議定書を代替するものではなくて補完するも
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のという位置づけですし、主要なところはいわゆる排出対策でいろいろな技術の交換であると

か、そういったものを主体として取り組んでいくということで、主要分野については少し変わ

っておりますけれども、省エネでありますとか、そのほか個別の、例えばアルミとか、そうい

った分野で８つの分野を絞り込んで議論を進めていくということになっております。今の時点

では、農林業に関してはこの主要分野の中に含まれておりませんけれども、将来分野自体が拡

大していくという可能性もあります。 

 それと、アメリカ、豪州という京都議定書の枠組みに入っていない国、それから中国、イン

ドという途上国の中で大きな排出をしている国が入っているということで、こういった動きが

今後どういうふうになっていくかというところについても十分注意していく必要があるのでは

ないかと思っております。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 赤木管理官、どうもありがとうございました。 

 



 - 10 -

ＣＤＭ植林をめぐる最近の動向について 

清水俊二 林野庁計画課海外技術班担当課長補佐 

 

○司会 それでは、先ほども申し上げましたが、事務局の手違いで資料並びに発表がちょっと

入れ違っておりますが、次に清水課長補佐に「ＣＤＭ植林をめぐる最近の動向について」と題

しまして報告をお願いいたします。 

 清水補佐は、実は、今日の報告会も林野庁の補助事業の一環ということで開催させていただ

いておるのですが、このような海外林業協力に係る補助事業全般について常日ごろからご指導

を賜っております。現在は林野庁計画課の課長補佐ということでございますが、大使館あるい

はＪＩＣＡの専門家ということでの勤務のご経験もございます。本日は「ＣＤＭ植林をめぐる

最近の動向について」ということでご報告をお願いいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○清水講師 皆様、こんにちは。林野庁計画課の海外林業協力室でＡ／ＲＣＤＭを担当してお

ります清水と申します。よろしくお願いいたします。 

 今ご紹介に預かりましたが、名簿を拝見させていただくと、皆さん、お詳しい方がいっぱい

いらっしゃって、私のような者が壇上に上がってしゃべるのも甚だ僭越なのですけれども、今

日はよろしくお願いいたします。 

 我々も専門家といいますか、担当部署といいつつ、不明な点、わからない点とか、どう解釈

したらいいんだという点が、ＣＤＭ理事会から出てくるレポートを見てもありまして、日々考

えつつやっておるのですが、その中でＪＩＦＰＲＯさんを含めて海外植林センターさん、ある

いは地球環境センターさん、いろいろな方にお知恵を拝借しながら進めてまいっておるところ

です。壇上からではございますけれども、この場からお礼、感謝を申し上げたいと思います。 

 「ＣＤＭ植林をめぐる最近の動向について」ということで今日は話をさせていただきます。

スライドにはしていないのですが、去年のＣＯＰ10、アルゼンチンが終わってからの動向を簡

単にお話ししたいと思います。各団体さんのホームページ等にありますので、軽く聞き流して

いただければと思っております。 

 まず、ＣＯＰ10を終わりました後、今年度の動きとして、５月にＣＤＭ理事会がボンであり

まして、方法論の№１、№２、これはＣ判定で結局だめだったのですけれども、そこからだん

だん個別の方法論あるいはツール等が整備されつつあるという状況です。同時に、方法論の３

番、４番、５番、あるいは小規模ＣＤＭ植林に関する簡素化された方法論の検討が開始されて
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おります。これにつきましては去年ＣＯＰ10で次のＣＯＰ／ＭＯＰ１までに４タイプ、農地、

草地、居住地、湿地について開発することというような指示が出ておったのですけれども、そ

のころからようやく始まってきた。それと同時に追加性の証明のツールも検討が開始されたと

いうことです。 

 それから、ＥＢの20、ＣＤＭ理事会の20回が７月にありまして、やはり方法論はまだだめ、

１件も通らない。と言いつつ、追加性の証明ツールにつきましてはパブリックコメントの受け

付けが始まって中身が見えてきたということになっております。それと同時に、小規模のＣＤ

Ｍ植林の方法論もパブコメがウエブ上で公開されて始まっています。それから、９月になりま

してＣＤＭ理事会の21回が開始されまして、６番、８番、９番、11番とＣ判定も出てきました。

ＣＤＭ理事会のリポートにもあるのですけれども、有望な方法論もありまして予備審査に回っ

たりしておりますので、現実的なものになってきたということです。 

 それから、追加性の証明ツールがＥＢの21で完成ということになっております。ここのスラ

イドにありますが、追加性証明ツールがＥＢ21、一応これは完成です。実を言いますと、ＥＢ

22、土地の適格性に関するプロセデューが出まして、それの影響を若干受けまして、ツールも

一部修正されておりますけれども、大筋では21で決定されたということです。 

 それから、真ん中にあります土地の適格性に関するプロセデューにつきましては、ＥＢ22、

これはＣＯＰ／ＭＯＰの直前、11月末に開かれましたＣＤＭの第22回理事会で完成ということ

になっております。これにつきましては強制、義務となっておりますので、ＣＤＭ植林を考え

ていらっしゃる方は、この手順に従って適地を判定するということになっております。 

 ３番目の小規模ＣＤＭ植林に関する簡素化された方法論、これも第22回のＣＤＭ理事会で一

応の承認を受けまして、これはＣＯＰ／ＭＯＰで決定するということになっておりますので、

引き続き行われましたＣＯＰ／ＭＯＰで承認ということになっております。 

 それでは、追加性の証明ツール以下今の三つの案件につきましてご説明いたします。 

 今回のＣＯＰ／ＭＯＰあるいはＣＯＰ11の特徴的なものとして、ＣＤＭ植林の部分はそれほ

ど大きな議題はなくて、ＣＤＭ植林特有のものといいますと、小規模ＣＤＭ植林に関する簡素

化された方法論、これを一応承認したということが一つです。それがメインです。 

 追加性の証明と評価のツールについてですが、これは基本的に排出削減型の追加性の証明ツ

ールがありますけれども、これに準拠した形でできております。唯一といいますか、大きく違

う点は、まず一般的な慣行分析、バリア分析等を経た後に、最後の方にありますけれども、投

資分析とかバリア分析に矛盾がないように、最後に一般的な慣行分析をするのですが、そこが
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ないという点。それから、予備的審査の中で排出削減型のツールの場合は、プロジェクトの遡

及に関する予備審査が入っておるのですけれども、当初案では入っていたのですけれども、そ

こは落とされました。ですから、ＣＤＭ植林について、2000年１月１日以降から最初のＣＤＭ

プロジェクトが登録された日までに始まるプロジェクトについては、2005年の12月いっぱいま

でに登録しなければいけないというのがなくなったということです。ですから、そこのところ

はＣＤＭ理事会もきちんと配慮しておりまして、ＣＤＭ植林を促進するという面を忘れていな

いということだと思います。 

 それから、項目として挙げておりますけれども、一番初めに予備審査、土地の適格性の定義

というのがこの後の第22回のＣＤＭ理事会でできましたので、当初入っておりました土地の適

格性、どういう土地が実際にＣＤＭ植林に向いているかという項目があったのですが、それは

削除されております。 

 １番以下はほぼ同じ形です。代案を特定して、それを定義して、現地の法律、あとはベース

ライン・シナリオの選択、投資分析を見ますと、分析方法、単純にコスト分析にするのか、投

資比較分析にするのか、あるいはベンチマークで分析するのかといったことを決定して、あと

は財務指標の計算とか、感度分析といったもので、これはほぼ同じような形です。 

 引き続きバリア分析、ＣＤＭ登録の影響等ありまして、ＣＤＭ登録の影響につきましては昨

年からと変わったものではありません。バリア分析についても項目自体は一緒といいますか、

排出削減型と同じものですが、ＣＤＭ植林に特有な住民との、あるいは植林の適地、土地関係

のものが幾つか加わっているということで、それほど大きな変更点はありませんでした。 

 それから、これはちょっと大事かなと思いまして、最近の傾向の中に入れさせていただきま

した。土地の適格性の定義というのがなされまして、当初、追加性の証明のツールの中に入れ

るのか、あるいは別個につくるのかという議論はあったのですが、最終的に独立した形で定義

をＣＤＭ理事会が提出したということになっております。 

 実際にやらなければいけない定義をここに書いてありますけれども、まず、プロジェクト境

界内の土地がＣＤＭプロジェクトに適格性があるかどうかという証拠を提示しなければいけな

いということになっておりまして、その土地が森林でなかったことを、以下に書いてあります

情報を提示して証明しなさいというふうになっております。まず、土地が各国のＤＮＡ、これ

は森林の定義を樹冠率、樹高、最小土地面積等で決めておりますけれども、これより低いこと。

それから、その土地が伐採のような人為的な干渉、あるいは自然災害などによって一時的に木

がないという状態ではないということです。それから、森林の定義、樹冠率、樹況等が国の定
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義よりも低いということ、あとは、人為的介入なしに森林に戻る可能性のある若い天然の稚樹

がない状態、結局、天然更新されそうな稚樹がびっしり林地にあった場合は適地ではないとい

うことです。 

 次に、プロジェクト活動が再植林または新規植林活動であることを証明しなさいとありまし

て、この定義自体は今までの定義どおりです。再植林の場合には89年の12月末時点、各国の各

ＤＮＡが森林の定義で定めた森林の閾値よりも低いことを証明する、結局森林でないというこ

とです。それから、新規植林プロジェクトの場合には、その土地が最低50年間各国のＤＮＡに

よって森林の定義として定めた基準よりも低いこと、森林でないということを証明しなさいと

いうふうになっております。 

 今の二つのステップ、１（ａ）と１（ｂ）を証明するために、そのプロジェクトの参加者は、

以下に挙げております検証可能、実証可能な情報のうちの一つを提示してくださいというふう

になっております。まず、地上データに補足された、十分説明された航空写真とか衛星画像、

これができればそれで証明になるということです。それから、地上調査と書いてありますけれ

ども、現地に行って調査する。現地に行って、例えば土地の使用許可証とか、土地利用計画図

あるいは地籍図、あとは所有者の登録、土地利用簿みたいなもの、そういう公文書でしょうが、

それが必要ですということです。 

 ２番の（ａ）と（ｂ）があれば、どちらか一つあれば、それが証拠になりますということで

すが、途上国でこれがきちんとそろう場合というのはかなり難しいという議論を、日本のＣＤ

Ｍ理事会の委員の方に言っていただいておりまして、それを受けた形で、２（ｃ）というのが

入りまして、上記の（ａ）と（ｂ）が入手不可能な場合は、参加型農村調査、ＰＲＡに基づい

て現地に行って調査をして、証言などを書面によって提出すれば、それで証拠になりますとい

うことが入っております。最後のものが入ったことによって大分楽になったのではないかと思

っております。 

 次に、小規模ＣＤＭ植林に関する簡素化された方法論について、簡単に紹介させていただき

ます。 

 冒頭にちょっと申し上げましたが、去年のＣＯＰ10では草地、農地、居住地、湿地の４タイ

プについて開発しなさいということだったのですが、とりあえず出てきたのは農地と草地です。

今後どうなるかまだわからないということです。この方法論の欄外に書いてあるのですが、現

在、湿地と住宅地が技術的な問題等でまだちょっと無理ですねという理由が書いてありまして、

とりあえず草地と農地について開発されたということです。 
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 それから、特徴的なものとして２番目に書いてありますけれども、50％以上の世帯等の活動

の移転があるものは、そもそも住民に裨益しないということですから、小規模ＣＤＭ植林では

ありませんということになっておりますので、適用されません。 

 それから、土地の適格性の証明につきましては、附属書のＡとＢというのがついておりまし

て、附属書のＡで土地の適格性を証明する。附属書のＢで追加性の証明をしてくださいという

ふうになっております。附属書のＡは、土地の適格性の証明で先ほどちょっと申し上げました

ものと内容的には同じような形です。これも証拠が要るのですけれども、地上航空写真とか地

上ベースでの調査、そういったものが要るのですが、それでもだめな場合は、ＰＲＡ、参加型

農村調査法を用いた証言の文書でも構いませんというふうになっております。それから、附属

書のＢで追加性の証明ツールが入っておりまして、この追加性の証明については通常には応用

できなくて、もちろん小規模ＣＤＭ植林のみに使える証明のツールですけれども、この中のバ

リアの最低一つを証明すればいいというふうになっております。 

 それから、この中で計測しております炭素プールは、地上部バイオマスと地下部バイオマス

だけというふうになっております。 

 それから、ベースラインの方法論ですけれども、これはご存じのように今まで三つあって、

現在あるいは過去の当該林地、土地の炭素蓄積の変化か経済的な観点、当該土地において最も

起こり得るであろう活動における炭素蓄積の変化と、あとはプロジェクト開始時に最も起こり

そうな土地利用に伴う炭素蓄積の変化、この三つから選べばいいということになっております

けれども、小規模ＣＤＭ植林の簡素化の方法論については、このうちの１番目、現在あるいは

過去の当該土地の炭素蓄積の変化を用いることになっております。 

 この方法論の中で一番おもしろいといいますか、一番ダイナミックにやったものではないと

思うのですけれども、リーケージ指標が出まして、世帯数とか生産物を調査するのですが、そ

の中で10％未満しかリーケージが発生しないものはゼロとして、リーケージは発生しなかった

ものとして、ゼロとしてカウントしていいですよとなっておりまして、10％以上の移動等があ

る場合は炭素蓄積の15％からリーケージですと。ただ、50％以上の場合には、最初に挙げまし

たけれども、これはそもそも小規模ＣＤＭ植林には向いていません、不適格ですという形で推

定不可になっています。小さな、細かな計算というよりは、15％か０かという形でかなり簡素

化された指標になっていると思います。 

 それから、モニタリングの方法論ですけれども、これは通常ありますとおり、ベースライン

のモニタリングは必要ありませんというのが明記されております。 
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 最近の大きな特徴は、もう皆さんご存じのように、先ほど理事長から話がありましたように、

方法論が一つ認められたということです。１番、２番からずっとだめだったのですが、その中

にはBellzeが再度挑戦して５番になったとかというのはありますが、10番目、ＡＲＮＭ００１

０の中国から出された荒廃地における方法論がＣＤＭ理事会でＡ判定を受けて、これが現在Ａ

ＲＡＭ０００１となって、初の承認された方法論になったということです。12番以下はＮ／Ａ

にしていますが、これは審議がこれから始まるところで、中身についてはまだ検討中というこ

とです。それから、７番のモルドバの方法論、これも荒廃地の方法論と言っていいと思うので

すが、Ｂ判定です。第22回のＣＤＭ理事会では、その中ではっきり言っておりますけれども、

Ａにする予定で現在プロジェクト側とやりとりをしています、修正をかけていますと言ってい

ますので、７番も次回の２月末のＣＤＭ理事会でＡ判定が出るのではないかと思います。 

 それから、10番の方法論ですが、これはスライドにはしていないのですが、これは適用条件

が結構細かくありまして、簡単に口頭で申し上げますけれども、これはＪＯＰＰさんのホーム

ページに分析されておりますけれども、適用条件等は、プロジェクトの活動がプロジェクト前

の活動を境界外へ移転させないとか、かなり荒廃した土地のようですから、天然更新は全く望

めないというふうになっておりまして、そこまではっきり言い切ってしまって方法論として通

ったといいますか、それでもいいんだなというのはちょっと驚きではありますけれども、一応

適用できる方法論ということになっております。 

 それから、選択したプールにつきましても、地上部バイオマスとか地下部バイオマス、これ

を主たるプール源としておりまして、ほかのところ、枯死木とか落葉落枝、あるいは土壌有機

物、これは控え目なアプローチをとって、炭素プールとして選択できるというふうになってお

ります。それから、追加性の証明と評価のツールは使用しますということになっております。 

 それから、若干申しおくれましたけれども、追加性の証明のツールですけれども、ＣＤＭ理

事会の中でも話が出ておりまして、使用は義務ではありませんということですが、排出削減の

方は、どうも理事の発言によりますと、70％ぐらいは方法論の中でそのツールを使っていると

いうことですので、今回完成されました追加性の証明ツールは使った方がいいですよという話

がありましたので、そこのところは独自にというよりはツールを使われた方がいいのではない

かと思います。 

 簡単でございますけれども、以上で終わります。（拍手） 

○司会 清水補佐、どうもありがとうございました。 
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ＣＤＭ植林に関するサイド・イベントについて 

小林紀之 日本大学大学院法務研究科教授 

 

○司会 続きまして、３件目のご報告ということで、日本大学教授の小林先生にお願いいたし

ます。ちょっと事務局の不手際でまことに申しわけございませんが、順番が変わったというこ

とで、お手元の資料につきましても、小林先生の分につきましては真ん中の５枚目から４枚ほ

どとじてございます。あわせて別途配付資料という二つの資料をもとにご報告をいただきます。

よろしくお願いいたします。 

 小林先生にあられましては、ただいまは日本大学大学院教授でございますが、民間の住友林

業さんの方で長年にわたりまして海外のご経験が非常に深い方でございます。先般、著書もあ

らわしておられまして、ＣＤＭ植林に係る著作ということで「地球温暖化と森林ビジネス

〈「地球益」をめざして〉」という書物もあらわしております。皆様の中にも既にお読みにな

った方もいらっしゃるかと思いますが、非常に幅広く体系立った分析をしておられる方でござ

います。 

 小林先生、よろしくお願いいたします。 

○小林講師 皆さん、こんにちは。小林でございます。私の説明は、モントリオールで行いま

したサイド・イベントについてですけれども、お手元に配付資料を配っております。これにサ

イド・イベントで説明しました全容が出ておりますので、これを見ながら聞いていただきたい

と思います。逐次どれを見ていただくかは説明の中でお話ししたいと思います。 

 このサイド・イベントは、配付資料の１枚目と一番終わりをまず見ていただきたいのですけ

れども、一番終わりがポスターです。こういうポスターを会場のあちこちに張りまして、でき

るだけ出席していただくように努めたわけです。 

 １枚目にはプログラムが出ておりますけれども、このような順番で説明を行いました。 

 場所は今述べましたように、ＣＰＯ／ＭＯＰが行われました本会議場の一部の会議室で行い

まして、そういった面では非常にいいところでできたというふうに思います。 

 テーマは、「ＣＤＭ植林の発展と見通し」ということですけれども、若干英文のニュアンス

とは違うかと思いますが、副題は“Balancing restoration and community development”と

いうことで、ＣＤＭの本来の目的であります発展途上国の、ホスト国の持続可能な開発に資す

る、そういったことをできるだけあらわすような内容にしようということで、こういう副題を

つけております。 
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 発表者はここに出ているとおりでありますけれども、前もって赤木さんの方から挨拶があり

まして、大変いい挨拶をしていただいたと思います。 

 参加者は約100名、この種のサイド・イベントにしては非常によく集まっていただいたので

はないかと思います。 

 主催はここに書いてあるとおりですけれども、実際は林野庁が随分いろいろな面で尽力して、

この企画を行ったわけです。 

 これは会場の概要ですけれども、ほぼ満席です。この写真ではわからないのですけれども、

こういったことを言っていいかどうかわからないのですが、通常日本がやるサイド・イベント

というのは日本人ばかり集まる傾向があるのですけれども、これに関しましては、海外からい

ろいろなところの方が出席された。なおかつ、ＮＧＯ、政府関係者さまざまでありまして、そ

ういった面では非常によかったと思っております。ここにおられる皆様方もかなりおられると

思います。 

 下が我々発表者のプロフィールであります。 

 まず最初に、皆さんご存じのSanhuezaさん、この方はＣＤＭ理事会の前理事でありまして、

前のＡＲワーキンググループの議長であります。したがって、最もこの分野には、国際的に見

ても精通されている方というふうに見ていいと思います。この方に出席していただいたことで

非常に厚みができたというふうに私は考えております。発表項目はここに挙げたとおりであり

ますが、特に２番目の「ベースライン方法論の不承認理由と勧告項目」、これが非常に参考に

なろうかと思います。なぜリジェクトされたということであります。いずれにしても、当事者

たちの経験を踏まえて非常に核心をついた点を的確にまとめて発表していただいたと思います。 

 ご存じのとおり、ＣＤＭ理事会等から新方法論を出す際の、事業者に推奨する、リコメンド

する指針、“criteria”と言っておりますけれども、これが幾つか出ておりますけれども、こ

れにつきまして主に三つのポイントを整理して発表していただきました。１ページ目からが

Sanhuezaさんの分ですので、詳しくはこれを見ていただければよろしいかと思います。 

 特に皆さん関心が深いのはここだと思うのですけれども、“Main Reasons for Methodology 

Rejection”というふうに英語ではなっておりますけれども、これは配付資料の３ページの右

下のところから５ページの右上のところまで９枚にわたって説明されております。時間の関係

ではしょらせていただきますけれども、項目はここに挙げておりますとおり、ベースライン、

追加性、リーケージ、Non－ＣＯ２ガスをどう扱うかということ、それから土地の適格性、透

明性、保守性（conservative）、これをどう考えるかということであります。それから、日本
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語で「誤謬」というふうに訳しておりますけれども、要するに誤りです。４ページの右下のと

ころを見ていただきたいと思いますが、“Error and Technical Problems”となっております

けれども、そういった問題。さらには、パワーポイントには出ておりませんけれども、その他

幾つかのポイントについても挙げていただいております。 

 なぜリジェクトされたかということを踏まえまして、５ページの左の真ん中のところにあり

ますけれども、“Recommendation”ということで、これらリジェクトされた項目についてリジ

ェクト理由をよく考えた上でメソドロジーを作成する、こういうふうにしたらどうですかとい

うことが挙がっております。実は、この“Recommendation”のところはいろいろなところで最

近出だしておるところでありまして、ぜひ留意されたらいいのではないかと思います。 

 以上がSanhuezaさんの発表であります。 

 続いて、ＩＴＴＯのＭａさんの方から発表がありました。Ｍａさんの発表につきましては、

初め３分の１くらいはＩＴＴＯの説明、それからＩＴＴＯがこれまでＣＤＭにどのようなこと

をしてこられたという説明がありまして、その後、ＩＴＴＯの新プロジェクトの紹介がありま

した。これが最も関心のあるところだと思いますし、皆さんもそうでしょうし、このサイド・

イベントに出席された人もかなり関心を持たれたと思います。 

 ３ページの左の真ん中のところですが、趣旨は「熱帯林分野での京都議定書のシンクＣＤＭ

推進のための人材育成」ということですけれども、特徴的なことは、各地を回りまして投資国

と途上国の連携を通じた公的機関と民間とのパートナーシップによるＣＤＭの推進ということ

です。具体的にワークショップ等を開いて途上国側の人と投資国側の人、両方出席して、そこ

でいろいろ論議して進めていこうというのが特色であります。この会場にも実際のその推進を

担われる方の一部が来ていらっしゃると思いますけれども、ぜひこれは関心を持たれたらいい

のではないかと思います。 

 このプロジェクト、３年ぐらいだったと思いますけれども、期待される成果というのは、Ａ

／ＲＣＤＭプロジェクトの案件の発掘・形成、マニュアルをつくる、それからワークショップ、

これを３か所で開いて、投資国とホスト国を結びつける。それから最終的にはＰＤＤを作成す

る。これは６つのＰＤＤを実際にＥＢに提出するということを考えております。 

 この小さなスライドではわかりにくいと思うので、いろいろなことを知りたい方は直接Ｍａ

さんにコンタクトされればいいかと思いますし、必要があれば私がいつでもご紹介をいたしま

す。皆さん方にとってこのＩＴＴＯの動きはぜひウォッチされたらいいと思いますし、こうい

うことを言っていいかどうかわかりませんけれども、予算も、実を言うと日本政府・林野庁か
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ら出ているものですから、大いに活用されたらいいのではないかと思います。 

 次に、森林総研の清野先生からのプレゼンテーションであります。清野先生のポイントは、

日本がどのような取り組みをしているか。これはこういったサイド・イベントで広く発信する

意味では非常に効果があったと思います。しかも、その中では科学的な面でも随分いろいろな

ことをやっているということが非常に印象づけられたのではないかと私は思います。 

 まず最初に、取り組みの一覧表、配付資料でいいますと、清野先生の１ページの左下に16の

プロジェクトが出ております。しかしながら、これは全部入っているわけではありませんで、

この中から落ちているもので非常に大事なプロジェクトが幾つかあるということをお断りして

おく必要があるのではないかと思います。それから、実際にどういうプロジェクトであるかと

いうことが右のグラフに出ております。 

 あと、投資シミュレーション、これが６～10枚目のところに詳しく出ておりまして、ベトナ

ムのビンディン省における9,800ヘンタールのアカシア・ハイブリッド植林をモデルにしてシ

ミュレーションをしておられます。この詳細についてはいつでも入手可能ですので、ご関心の

ある方は見ていただければと思います。 

 それから、適格性を満たした土地を選ぶための情報等ということで、これも既にご存じかと

思いますけれども、10か国を対象にして実施可能性のある未立木地の状況を調査しております。

さらに小規模ＣＤＭ植林プロジェクト実施に当たって調査すべき社会経済に関する項目、こう

いったことも整理されております。それから、小規模ＣＤＭ植林に関する生物多様性に関する

配慮事項、こういうこともいろいろとデータが出ております。 

 次は、ＣＤＭ植林プロジェクトの準備、実施マニュアルについてでありますけれども、これ

はＪＩＣＡが過去５年間やってきたプロジェクトです。今日はここに堀さんも来ていらっしゃ

いますけれども、私もこの一部をお手伝いしましたけれども、私は、この成果は非常に活用で

きるというふうに考えております。これはＪＩＣＡの技術協力プロジェクトですが、インドネ

シア林業省が作成したということになっております。これは既にまとめに入っておりまして、

マニュアル、データベースをウエブサイト上で公開して、日本、インドネシア両国の事業者の

活用に供すということで、ウエブサイトは既に立ち上がったか、立ち上がるところだと思いま

す。データベースの更新、これは今後の課題ですけれども、これを今後どんどん更新していっ

て、新しいデータを入れていくということが行われるはずです。これもぜひご活用願えればと

思います。 

 最後に、生物学者から見たＣＤＭ植林の課題ということで、こういったポイントを挙げてお
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られます。最後の造林困難地に適した耐火性樹木の活用ということで、これは非常に強調して

おられましたけれども、清野さんの４ページの右上に、ちょっと小さいのでわかりにくいと思

うのですけれども、実はこれに写っているのはスンカイの写真でありまして、耐火性樹木とし

てスンカイというのを具体的に挙げておられました。 

 次に、私のプレゼンでありますけれども、私は主として「事業者参加者から見た主な課題」

ということで説明しました。特にＣＤＭ植林の推進につきましては、こういった事業参加者に

とってメリットがあるものでなければ進んでいきませんので、どういう課題があるのか、どう

したらいいのか、こういったことを提言させていただきました。 

 まず最初に、この案件の分析でありまして、当時出ておりましたのが13件、実質10件であり

ますけれども、これの分析をいたしました。これは私のページの１～３枚目に書いてあります

ので、見ていただければと思います。 

 あわせまして、ＣＤＭ植林関連ツール、指針等の開発状況も一応説明しております。これは

皆さんご存じのとおりです。 

 スライドの４～６枚目のところで、ＣＤＭ植林関連の手続き上の課題と改善策について述べ

させていただいておりまして、既に簡素化、ツール類、こういったものが出ておりますけれど

も、さらに一層の開発が必要ではないか。さらに、ＡＲワーキンググループも増員されており

ますけれども、今後増えるであろう案件を考えた場合に、さらに増員が要るのではないか。 

 次に、小規模ＣＤＭ植林につきましては、規模要件の拡大、現在のままですと、規模が、計

算では300～1,000ヘクタールぐらいと計算されておりますけれども、事業性を考えた場合、も

っと大きな規模でも適用されるべきではないか。ちなみに排出源の小規模ＣＤＭについては規

模の拡大がほぼ決まるだろうと言われております。現在の閾値の倍ぐらいになるのではないか

ということも私は聞いておりますけれども、そういった動きもあわせまして、小規模ＣＤＭ植

林についても規模の拡大をぜひ検討する必要があるのではないかと思います。 

 では、ＣＤＭ植林事業者にとってのインセンティブ、利益、課題、これは非常に大事なポイ

ントでありまして、私のスライドの７～９のところに記しております。当然ながらこれは削減

目標の遵守に使っていくということが一つありますが、経済的インセンティブはどうか。その

場合に常に論議されることでありますけれども、ＣＤＭを行うために必要なコストと削減コス

ト、どちらが安いか高いかという問題、当然そこでＣＥＲの収入の比較になりますので、よく

言われるとおり、現状の問題点が浮かび上がってくるわけであります。しかしながら、単にそ

ういった直接的な経済的メリットだけではなしに、間接的な利益も当然事業者として考えられ
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るのではないか。最近よく言われますＣＳＲ的価値、これをどういうふうに特に企業は判断す

るか、この辺もＣＤＭの植林によって大事なポイントになるのではないかと考えます。最近、

ＮＧＯがいろいろと仕組んでおられますプロジェクト等につきましては、ＣＥＲの購入予定者、

つまり事業者、企業等は、単に経済的メリットだけではなしに、こういったＣＳＲ的価値も随

分考えておられるのではないかと私は思います。 

 では、事業者にとって経済面でどんな障害があるか、これはここに書いてあるとおりです。

ＣＥＲの価格、補填問題から発します tＣＥＲ、lＣＥＲと通常のＣＥＲとの価格差、これを

いかに埋めていくかというのが今後の課題であります。 

 改善策としては、まず補填です。期間が過ぎた場合、次に置きかえ等が必要なのですけれど

も、補填の改善策としては、もしそのプロジェクトが持続可能な森林経営をしているというこ

とで、国際的な認証機関でいいと思うのですけれども、そういう認証をされている場合には手

続きを簡素化できないか。それによって補填のやり方を改善できないか、これが一つあろうか

と思います。恐らくこういったことは積極的にどんどん提言していく必要があるのではないか

と思います。 

 もう一つは、ＣＤＭの植林事業を推進するためには、産業植林がＣＤＭに適合していく必要

があるわけですけれども、10～11枚目に書いてありますが、皆さんご存じのとおり、熱帯地域

における企業の産業植林、特に日本企業にとっては決して簡単なものではありません。非常に

たくさんの障害があります。そういった障害、バリアがこのＣＤＭを活用することによって克

服されるという可能性が私はあるのではないかと思います。それがまた途上国の持続可能な発

展に資する可能性を持っているのではないかと思います。そういった地域社会への貢献をどう

いうふうに炭素価格に反映するのか。単に補填とかノンパーマネンスだけで tＣＥＲ、lＣＥ

Ｒが低く評価されていいものかどうか、この辺は大いに広く考えていっていただきたいところ

だと思います。繰り返しになりますけれども、ＣＤＭの目的の第一義である持続可能な発展に

資すること、途上国の持続可能な発展に資すること、この辺をどう評価するかということが大

事かと思います。 

 将来的課題としてはＰＤＤの統合、バイオマス事業と植林事業、これをどういうふうに統合

できるか。現在では別になっておりますけれども、これを一緒に考えていけないかという声が

非常に強いようでありまして、これは応用問題的になりますけれども、現状のシステムの中で

どういうふうに考えていけるか。基本的には統合をどう考えていくかということが必要だと思

います。それから対象の拡大、これも非常に論議されてきているところでありますし、今後ま
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すます論議の対象になると思いますが、森林経営をどう含めていくかという問題があります。 

 結論としては、さらなる手続きの改善、事業参加者への経済的価値の付与、特にこれは産業

植林推進にとって大事かと思います。 

 最後に天野先生からまとめ的に発表していただきました。これはかなり科学的に突っ込んだ

説明もありまして、日本が取り組んでいるＣＤＭのいろいろな取り組みは厚みがあるというふ

うに国際的にも評価してもらったのではないかと思いますけれども、天野先生のプレゼンのス

ライドの１ページのところにそのデータが出ております。ここでポイントとなりますのは、地

球上の炭素循環と森林の関係、森林資源の変化、持続可能な森林経営の炭素循環の寄与等を最

新のデータから説明されたということ。それから、京都議定書、マラケシュ・アコードの持続

可能な森林経営の課題、これを具体的に述べられたということがあります。 

 天野先生の方から持続可能な森林経営とＣＤＭとのコラボレーション案というのが出ており

ます。これは非常に参考になることも多く含まれておりまして、特に2013年以降の議論の中で

はこういったことは必ず論議されることであろうというふうに私は思います。 

 最後になりますけれども、プレゼンの評価ですけれども、非常にバランスのとれた内容だっ

たと思います。国際性ということではSanhuezaさんに参加していただいた、それからＩＴＴＯ

からＭａさんに出てもらったということがあります。単に日本の主張をするだけでなしに、国

際的な視野からこの問題に取り組んでいるということが理解されたのではないかと思います。

あわせまして清野先生、天野先生等からの科学的な面での説明、これも厚みを増したと思いま

す。それから私が述べました事業性の問題、これもどういうふうに受け入れられるか心配だっ

たのですけれども、かなり好意的に受け入れられたのではないかと思います。往々にしてああ

いうところであまり市場メカニズムのことを言うと難しいのですけれども、当然これは京都メ

カニズムのポイントでもあるわけですから、その辺のことも入れてよかったのではないかと思

います。 

 参加者はさまざまな国からの参加がありました。活発な質疑応答があったと思います。 

 非常に雑駁な説明で恐縮ですけれども、以上で終わらせていただきます。（拍手） 

○司会 小林先生、ありがとうございました。 

 それでは、ここで休憩をとらさせていただきます。会場の時計で、時間が窮屈で恐縮でござ

いますが、30分から質疑応答を始めたいと思います。本当に若干の休憩で恐縮でございます。

よろしくお願いいたします。 

〔暫時休憩〕 
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質疑応答 

 

○司会 それでは、予定の３時半になりました。ただいまから質疑応答の時間とさせていただ

きたいと思います。皆様、席にお着きください。 

 途中入場された方もございますので、開始前に申し上げましたことを１点だけ繰り返してＰ

Ｒさせていただきます。来月、２月20日～23日、月、火、水、木と４日間でございますが、昨

年度に引き続きまして、ＪＩＦＰＲＯ主催でＣＤＭ植林の人材育成研修事業を開催いたします。

詳細につきましては、講師の日程調整等つき次第、私どもＪＩＦＰＲＯのホームページ等を通

じましてご案内を差し上げたいと思いますので、ご関心のあられる方はぜひご応募いただけた

らと思います。 

 ちなみにこの４日間の研修の一環として位置づけておるのですが、第３日目、２月22日、水

曜日、場所は代々木のオリンピックセンターの国際会議棟というところを予定しておりますが、

海外からＣＤＭに造詣の深い専門家をお招きいたしまして、我が国の専門家を交えまして、Ｃ

ＤＭ植林に関する国際フォーラムを予定させていただいております。これも同じように詳細等

固まり次第ホームページ等でお知らせいたしますので、またぜひご参加いただけたら幸いかと

思っております。 

 それでは、質疑応答ということでございますが、皆様にぜひお願いさせていただきます。質

疑応答のときには、恐縮でございますが、挙手をお願いいたしたいと思います。私どもの担当

がワイヤレスマイクをお持ちいたしますので、少々お待ちいただきまして、ご発言される前に

は、お差し支えなければでございますが、ご所属、お名前をおっしゃっていただいてからご意

見あるいはご質問、また、質問等によりますけれども、講師の方、どなたに対するということ

もあらかじめ言っていただければ質疑がスムーズにいくのではないかと思っております。 

 それでは、まことに恐縮でございます。赤木先生、清水先生、小林先生、ご報告いただいた

順に前の方にご着席いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから質疑応答の時間に入りたいと思います。 

 どのようなご意見あるいはご質問でも結構でございます。ご発言のある方は挙手をお願いい

たしたいと思います。 

 口火を切るというのは勇気の要ることでございますが、勇気のあるホリさんによろしくお願

いいたします。 

○堀氏（ＪＩＣＡ） ＪＩＣＡの堀でございます。先ほど小林先生にもご紹介いただきまして
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ありがとうございました。私どもＪＩＣＡも今幾つかの国でＣＤＭ関係の協力事業を始めよう

としているところでございますので、いろいろ参考にしていただこうと思って今日は参りまし

た。 

 質問は二つございます。一つは非常に一般的な話、一つは非常にスペシフィックな細かい話

で恐縮でございますが、二つ聞かせていただきたいと思います。 

 一つは、私、実は３年前にＣＤＭの交渉に実際に携わっておりまして、そのときのイメージ

といいますか、風というのは、「ＣＤＭ植林なんかなんだ、そんなものはさせない」と、そう

いうようなイメージが非常に強くて、我々もプレッシャーの中で闘っていたというイメージで

すけれども、先ほどのお話を聞いていると、その辺の風は随分変わってきているのではないか。

特に幾つかの国、名前は挙げませんが、そのころ反対の急先鋒だった国が、実はプロポーザル

をたくさん出しているという話を聞いて、かなりイメージは変わってきたのかなという気がし

ています。そういう意味で、皆様方、特に交渉に携わっている方、横から見ていらっしゃる小

林先生もそうですけれども、これから今の状況で実現可能なＣＤＭのイメージというのはどん

なものがあり得ると今感じていらっしゃるのか、どういうものが有望だと感じていらっしゃる

のか、イメージで結構ですが、その辺を少しお話し願えればと思います。 

 二つ目は、非常にスペシフィックな質問ですけれども、特に清水補佐のプレゼンの中に出て

きたバリアの件です。いろいろなバリアがあるというと、私どもいろいろな国に行くと文化的

なバリアだとかいろいろなことを言うのですけれども、ＣＤＭになるかならないかのポイント

となるバリアというのは、そのバリアがＣＤＭのプロジェクトになることによって克服される

と、それを証明する対象としてのバリアという意味だと思うのですけれども、そういう理解で

よろしいのかどうか、そこをお答え願えればと思います。 

 以上です。 

○清水講師 まず、第２点目からですけれども、おっしゃるとおりの理解でよろしいのではな

いかと思っております。 

 それから、１点目のイメージの話ですけれども、いろいろな流れ等を見ますと、ホリ審議役

の話にありましたように、当初、交渉の過程で反対していた国から実は方法論がたくさん出て

きたとか、この近くの国においても、その第１号の方法論が出てきたとか、交渉の過程でいろ

いろあったようですが、そういう意味ではかなり皆さん進めていこう、できたものは積極的に

使っていこうという感じではないかと思っております。あるいは小規模ＣＤＭ植林についても、

簡素化された方法論ができたということもあって、そこは持続可能性に考慮しつつやっていき
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ましょうということでございますので、そこも進むのではないかと思っております。 

 私のイメージとして申し上げられるのはそれぐらいかと思います。 

○小林講師 それでは、私の方から堀さんの第１の質問のお話をしたいと思います。 

 私もＣＯＰ９等にも出ましたし、いろいろとこれまでも参加したのですけれども、私は非常

に変わってきているというふうに思います。特に今回のサイド・イベントでも、私のテーマ自

身がＮＧＯの方々からどういうふうな反応があるかということに関心があったのですけれども、

そういう面ではかなりよく理解しつつ聞いていただいたのではないかと思います。 

 そこで、私はイメージ的にこういうふうに思うのです。これを産業植林とします、それから

これが社会林業的なもの、それからこのカテゴリーを環境植林というふうに考えたらいいと思

うのですが、この社会林業、環境植林というのはＣＤＭとしては非常に通りやすいです。問題

はこの産業植林をどう位置づけるかですけれども、私は、ＣＤＭに限らず、これから求められ

る植林というのはこういう接点もしくは重複する部分にあるものだと考えております。つまり

企業がやるものであっても環境に当然配慮する、それから地域住民とか社会林業的な配慮が当

然要る。こういったものがダブるところ、これは当然社会林業であっても、農村がやる場合も

経済性を無視するわけではないですから、当然産業と結びつきがある。ですから、ＣＤＭ植林

というのはこういう接点にあるものだというふうに考えます。非常に概念的ですけれども、実

はこの概念的なことが私は大事だと思うし、これは皆さんでも考えていただける概念だという

ふうに思います。 

 現実に、最近いろいろと検討されているＣＤＭ植林というのは、私が書いたような位置づけ

にあるのではないかと思います。もちろん環境植林なら環境植林に特化しても、それは当然行

けるわけですけれども、総合的に考える場合には、今述べたとおりだというふうに考えます。

こういうプロジェクトであれば、私はＣＤＭとしていろいろと言われても、こちら側としてＣ

ＤＭに適合するということを主張できるのではないかと考えます。 

 以上です。 

○司会 ありがとうございました。赤木管理官の方からもし何かございましたら、よろしくお

願いします。 

○赤木講師 １点目の状況が変わってきているのではないかというのは、私も全く同感です。

まさに中国とかブラジルとか、そういったところというのは非常に否定的だったわけですけれ

ども、ご案内のとおり、中国というのは方法論を１件通しておりますし、ブラジルもプロジェ

クトを出しております。それはなぜそういうことになっているかというと、これは私の推測で
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すけれども、交渉の間は、そういう意味ではルールづくりということで交渉担当者もそういう

関連の方が中心に動いていた。ところが、実際に実施の段階になると、ルールができ上がった

ので、それをどう活用していくかという考え方に変わってきているなという感じを持っており

ます。中国の人とも話をしましたけれども、ルールづくりはルールづくりとして対応してきた

けれども、ルールが一たんでき上がってしまえば、それをてこにして投資をどういうふうに呼

ぶかということを考えているんだという話をしておりましたので、一たんでき上がったルール

に対しては、それに従って投資をどう呼んでいくかということを考えているようです。 

 ただ、中国の場合は、植林が本当にメインになるかというと、必ずしもそういう位置づけに

は今のところなっていなくて、当然排出に係るプロジェクトというのが主体になるだろう。植

林に対して何かインセンティブを設けるかというと、多分そういう考え方は中国にはないとい

うふうに思っております。ですから、積極的に働きかけが起こってくれば受けてあげてもいい

よという体制といいますか、そういう体制にはあまり変わりないのかなというふうに思ってお

ります。 

 今後の方向として、ＣＤＭがどういうふうになっていくかということですけれども、基本的

にＣＤＭの枠組み自体は、次の枠組みがどういうふうな議論になってくるかあれですけれども、

なくならないと思いますし、ＣＤＭ植林自体の枠組みも、ルールの内容自体はいろいろと検討

されるでしょうけれども、大きな流れというか、大きな考え方自体は変わらないのではないか

と思っております。 

 新規植林、再植林しか対象にないわけですけれども、そこをもう少し広げていくということ

も一つあるでしょうし、パプアニューギニアからああいった提案が出されているわけですから、

対象をもう少し広くとらえていくという方向に動いていくのではないかと思っております。 

○小林講師 追加で恐縮ですけれども、皆さんご存じのとおり、ＣＤＭは、当初排出減プロジ

ェクト等を見た場合、ＰＣＦがかなり引っ張り役になったと思うのです。世銀のＰＣＦが見本

になったと思うのですけれども、今のＡＲを見ておりましても、世銀のバイオカーボンファン

ドが非常に牽引役になっているのではないか、私はそういう感じがします。私自身、バイオカ

ーボンファンドの立ち上げのときに技術専門委に参加したのですけれども、あのころ議論して

いたことがどんどん実ってきているという気がしますし、皆さん既に知っておられると思うの

ですけれども、今度世銀が18件、ＢＣＦからArＣＤＭプロジェクトとして申請していくという

動きもあるやに聞いております。ぜひご関心のある方は、その18件を分析すればかなり動向を

占えるのではないかと考えます。 
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○司会 ありがとうございました。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問等、どうぞ。 

○永目（林野庁） 林野庁の永目でございます。 

 今、赤木さんの方から中国のお話があったこととＰＮＧの話があったので、関連して情報提

供ということでお話ししたいと思います。中国でもＣＤＭ全体は環境総局がやっているという

ことで、交渉についても担当していたということですが、排出削減をメインにして植林は補完

的という位置づけにあることは間違いないと思うのですけれども、最近幹部級といいますか、

大臣級の閣僚の異動がございまして、実は、環境総局長、日本でいえば環境大臣ですけれども、

松花江の汚染で左遷されたということで、国家林業局の局長であった周さんという方が環境総

局長に、この年末になったという事実がございます。この周さんは国家林業局長を５年間ずっ

とやっておられて森林については造詣が深いということでございますので、今まで、どこかの

国と一緒で、林業局と環境総局は仲が悪かったのですけれども、トップがそういうふうになっ

たということを考えますと、中国でのＡＲに関するＣＤＭも、一つ方法論も最初に通ったとい

うこともございますけれども、今後追い風というふうに考えてもいいかもしれないという状況

があると思います。 

 それから、ＰＮＧ・コスタリカの提案ですけれども、メインは森林由来の排出削減を抑える

ということで、ここにいらっしゃる方も提案を読んでおられると思いますけれども、内容は、

例えば現在の森林減少率、それが例えば年率で－0.4％であったとしたときに、それをコンマ

１％改善するということによって生じる炭素の排出を抑制する、その部分にクレジットを付与

させてくれたら森林減少を抑えるためのインセンティブになりますよと、こういう提案だと私

は読んだのですけれども、それは裏を返せば、フォレスト・マネジメントとか、アボイディッ

ド・ディフォレステーションに対してクレジットを付与するということにつながるわけでござ

います。 

 これは先ほどから赤木さんもご紹介されましたけれども、Ａ／ＲＣＤＭの方法論を決めると

きに、ＣＯＰ９で激しく議論したブラジルがそういうアボイディッド・ディフォレステーショ

ンなり、フォレスト・マネジメントに対しては一切クレジットは付与させないと、こういうふ

うに主張した経緯があるわけでございますので、Ａ／ＲＣＤＭは植林に関する部分、ＰＮＧ・

コスタリカが主張しているのは天然林に関する部分ということで、若干モノは違うわけですけ

れども、クレジットが発生する部分について、現在の植林のＣＤＭでは決して認められないで

あろうものに関して、ＰＮＧ・コスタリカ提案は、そこを認めてくれというふうに提案してい
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るというふうに理解していますので、そこのところをどういうふうにこれから議論していくの

かということについては、途上国の参加を促すという意味では、これを前向きにとらえること

は大事だと思いますけれども、現在足かせがはめられているＡ／ＲＣＤＭのルールについても、

では、そちらを認めるのであれば、こちらも第２約束期間を待たずに、第１約束期間からでも

こういうルールを加味した方がいいよねというような議論の展開にならないのかなと、最後は

質問ですけれども、そんな感じを今現在持っております。 

○司会 永目さんの方から中国の人事がらみの貴重な情報、あるいは今回のＣＯＰ11で森林減

少を抑制する努力に対しては何らかのクレジットを与えられないかということのコメント、ど

うもありがとうございました。 

 永目さんから最後に質問ですがということもございましたので、最後の点についていかがで

しょうか。 

○赤木講師 どうもありがとうございました。今回のパプアニューギニア・コスタリカの提案

というのは、ＣＤＭということではなくて、まさに国レベルで森林減少に歯止めをかけた場合

に、その分のクレジットを付与するというふうな枠組みがつくれないかということで問題提起

があったわけです。プロジェクトベースということになりますと、どうしても一定の地域を区

切って、例えばある天然林を保全することによって、その保全した分はクレジットとして付与

しましょうという形はなかなかとり得ない。というのは、そこで保護した分は隣の天然林を切

っているという状況が発生する可能性があるわけです。ですから、国レベルで国全体としてベ

ースラインを決めた上で、そのベースラインからどのくらい努力をしたかという評価をする手

法を考えていくということになろうかと思います。したがって、そういう観点でいけば、ＣＤ

Ｍというふうな枠組みというよりは、別の観点での枠組みになってくるのかなというふうな感

じも持っております。 

 ただ、他方で、ＣＤＭの枠組みに、今ＡＲしかないものを、例えばフォレスト・マネジメン

トのようなものを対象にするかどうかについては、正直十分議論をしているわけではないので

すけれども、一つの考え方として、国内の森林をどういうふうにカウントしていくのかといっ

た場合に、今ネット・ネットではなくてグロス・ネットという形になっているので、それとの

関係などもこれから考慮していかなければいけないでしょうし、実際に、具体的にどういう問

題が起こってくるかというのは、必ずしも十分に分析し切れていない状況です。したがって、

我が方としてももろ手を挙げて賛成ですということではなくて、十分分析をした上で対応して

いく必要があるのではないかと考えているところです。 
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○小林講師 手短にお話ししたいと思うのですけれども、今のＰＮＧ提案については、私は非

常に重要だというふうに認識しております。ご存じのとおり、突然出てきたわけではなくて伏

線はずっとあるわけです。途上国の参加問題に絡めてこれは非常に大きな議論になると思いま

す。ブラジルもこれには賛成しているという話を聞いておりますし、むしろかなり積極的に賛

成しているというふうに聞いております。そうすると、途上国で反対するところはまずない。

先進国でも反対はまずない。つまり総論段階ではどこも反対しないと思います。そこで、各論

になって、ベースラインの引き方とかいろいろなことになるといろいろな議論になって、どの

くらい時間がかかるかですけれども、流れとして、私はこの議論というのは随分進んでいくの

ではないかと思います。 

 そこで、ＣＤＭの中にどう入ってくるかということですが、一つには、このディフォレステ

ーションは第１約束期間にも適用するかどうかという議論とも絡んでくると思うのです。恐ら

く途上国は、これは2013年以降ではなしに第１約束期間にも考えようという議論になってくる

と思うので、そのときにＣＤＭについてどう展開していくか。もしくは今おっしゃったように、

ＣＤＭとは別の流れの中でこれが入ってくる可能性も出てくるのではないかと思います。 

 ＪＩの中で積極的に、熱帯林のディフォレステーションは入らないのですけれど、この考え

をもっと入れていこうということもちらちら聞きますので、私たちとしてはこの問題は十分関

心を持っておく必要があるのではないかと考えます。 

○司会 どうもありがとうございました。 

 それでは、どうぞ。 

○原口（海外産業植林センター） 海外産業植林センターの原口です。 

 小林先生に１点だけ教えていただきたいのですが、５ページ目のＣＤＭ植林事業者にとって

のインセンティブというところで、これは従来からあります補填義務等々の経済的インセンテ

ィブと補填義務があって、ホストを含めてインセンティブが事業者にとって働くかどうか、こ

れはなかなかわかりづらいのですけれども、具体的には、経済的インセンティブ以外の部分で

どういったインセンティブがプロジェクト事業者に働くかもしれない、なかなかイメージがわ

かりづらい部分があるのですけれども、そこらあたりどんなものをイメージすればいいのかお

聞きしたいのです。 

 裏返していえば、バリア分析のところに入ってくることだろうと思うのですけれども、要は、

産業植林をすることによって、経済的インセンティブが働けば御の字ですけれども、働かない

場合、そうでない場合、何らかのプロジェクト実行者が産業植林の実施を阻んでいる部分が、



 - 30 -

ＣＤＭをすることによって何がクリアになって、だから、事業者にとってインセンティブが働

くのか、ちょっとまだそこらあたりがつかみ切れないのですけれども。 

○小林講師 非常に大事なポイントだと思うのです。よく比較するのは、tCER、lCERクレジッ

ト価格による収入と、ＣＤＭをやることによるマイナス面、それに必要な手続き費用とか、い

ろいろなことによる費用、それとの比較、これがまず大事です。それだけではなしに、例えば

企業がやる場合には何も植林だけやっているわけではなしにいろいろな事業をやっていて、そ

の中で排出もありますから、将来排出の補填として考えた場合、そういう排出を減らすのに、

例えばＡという企業で別の事業をやっていて、そこで排出に要するトン当たりの費用と植林し

た場合の費用、どちらが安いか、この比較が一つあると思います。もともとはそれが植林と排

出との比較のもとだったはずです。それは経済的にも計算できると思います。 

 もう一つは、ＣＳＲ的な観点から持続可能な発展に企業として貢献する、そういうのをどう

いうふうに評価されるか。これは経済的には非常に評価しにくいのですけれども、どこの企業

でも今ＣＳＲの中で何をするかというのは検討しておられると思うのですけれども、そのとき

にほかのＣＳＲでやるのと比べてどうか、これも比較になると思うのです。特にこれは林業と

か紙とか、専門の会社以外のところではそういうことが十分考え得るのではないか、製造業で

は考え得るのではないか、こういうふうに考えます。 

○司会 ありがとうございました。 

 あとご質問、ご意見等、どうぞ。 

○阿部（ナットソース・ジャパン） ナットソース・ジャパンの阿部と申します。 

 先ほど赤木さんのお話の中で、今後もＣＤＭ植林の枠組みは変わらず存続していくだろう。

ただ、細かいルールの中は議論がされていくだろうというお話があったかと思うのですけれど

も、私ども排出権取引の仲介業者という仕事をさせていただいているのですが、やはり ｔ、

ｌＣＥＲというのが、補填義務がある限り需要というものが生まれてこない。補填義務がなけ

ればこれはすごくおもしろいクレジットなのになあというお客さんがいっぱいいらっしゃるの

ですけれども、日本政府として ｔ、ｌＣＥＲの補填義務のルールを、このまま存続させてい

きたいのか、それとも何か新しい提案をもって将来的に変えていきたいのか、そういった意見

などをもしお持ちでしたらお聞かせ願えればと思うのです。 

○清水講師 非常に難しい問題で、正直に言いまして、一担当官としては何とも言えない問題

だと思います。ただし、補填については投資を呼び込めない障壁の一つになっているというの

は重々承知をしておりますので、重要な課題であるというぐらいしか今のところでは答えを持
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っておりません。 

○堀 その辺の一番大変な議論をしているころに入ったなという者から一言言いますと、歴史

的なことからいって補填義務をなくすというのは不可能だと思っていただいた方がいいと思い

ます。これは非永続性ということでずっと議論してきた結果で、交渉の中身とすると、例えば

1989年を99年にしたいと、大したことないと思われるようなことでも、我々とカナダが主張し

て、我々はまさに笑い者にされて、それで壊れたというような状況からいって、今おっしゃら

れたようなことは残念ながら、近い将来、少なくとも第２Commitment Periodに向かってでき

るということはないというのが私の意見です。 

 ただ、もう一つわかっていただきたいのは、それがテンポラリーとなった途端に、上の方か

らすると切るのは自由なのです。昔は切ってはいけないのではないかとかということがあった

のですけれども、バリフィケーションをもらった時点で、その後１年は置くけれども、切るの

は自由ということであれば、逆に上の方からすると結構いい制度だとも言えるかもしれない。

いろいろあるということをご理解願えればと思います。 

 以上です。 

○小林講師 多分今の堀さんのご発言は逆説的な面もあると思うのですけれども、長年ホリさ

んのように交渉に苦労しておられる方はそう思われて当然かもしれないのですが、今ナットソ

ースの阿部さんがおっしゃるように、これは踏み込んだ議論を今後していかないと進まないと

いうふうに私は思います。既に排出の方のクレジットについては政府も予算をつけております。

これだけＣＤＭ植林をやるやると言って、林野庁はじめ環境省もどんどん進めている、今まで

莫大な予算を使って研究開発をしている。では、一体出口はどこにあるのか。これは皆さん思

うことだと思うのです。 

 一つの大きなポイントは、政府が、ここにいらっしゃるのですが、ここで答えてくれという

ことは毛頭申し上げませんが、非常に難しい問題だと思うのですけれども、これは踏み込んで

今後議論していかないとなかなか出口というのは難しいのではないかと思うのです。いつまで

もこの問題を置いておいて、従来こうですからできない。では、一体どうするのか、その得た

クレジットはどうするのかということを議論する必要があると思います。ここに林野庁の方が

何人もいらっしゃいますけれども、林野庁としては非常に大変なことだと思うのですけれども、

やはりこれは林野庁だけの問題ではなしに、検討していく必要があると思っております。 

 これは私がいつも言うことでありますけれども、国内においてもそうですけれども、森林が

吸収した炭素権、この所有権がどうかという問題も含めて、やはり今後いろいろと検討してい
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くべきだというふうに私は考えております。非常に困難なことは重々承知しておりますけれど

も、やはり検討はしていくべきですし、そうでないとなかなか前には進まないというふうに考

えます。 

○司会 どうもありがとうございました。非常に難しい問題かと思いますが、よろしくお願い

したいと思います。 

 あと、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

○水谷（ビーボコーポレーション） ビーボコーポレーションの水谷と申します。 

 ちょっと初歩的な質問かもしれませんが、２点ほどご質問がございます。 

 まず１点が、土地の適格性のお話ですけれども、森林定義の値よりも低くて、なおかつ、伐

採などの人的干渉や自然現象で無立木地になったのではないという条件を満たすという土地が

果たしてどういう土地なのかというのがちょっとわからないので、例があればご教示いただき

たいということが１点です。 

 ２点目は、今回のＣＯＰ11で炭素固定量の具体的なモニタリング手法が、これという算定式

とか、確立されたものがあれば、それもあわせてご教示いただきたいと思います。 

○清水講師 １点目の土地の適格性ですが、イメージとして一番わかりやすいのは砂漠とか、

これは極端的な例ですけれども、まずそこはずっと森林ではない、あるいは伐採したから森林

ではなくなったというわけではなくて、ずっと荒廃した土地、これが適格地であるということ

になっております。 

 ２点目は、ＣＤＭ植林の吸収量の算定ということでしょうか。 

○水谷 はい、そうです。 

○清水講師 算定式自体は、荒廃地の方法論が中国から出てきましたが、その中には適用条件

がいろいろと書いてありますけれども、その中でこういう式を使ってくださいということがあ

りますので、そこの方法論を使って現地の実際のデータを当てはめていくという形で算定量が

出てくるということになっております。 

○司会 よろしいでしょうか。 

 あとご質問あるいはご意見で結構でございます。何かございませんでしょうか。 

○堀 実はまじめに皆様方に、私の方からある意味で考えていただきたいことがあったのでお

話ししたいのですけれども、先ほどの話には出てこなかったのですけれども、ＣＤＭ植林のも

う一つの可能性というのが、途上国での地域開発との関連、特に日本の方でも、ほかの国の、

例えばＮＧＯの方でも途上国の地域開発の一環として植林をということを考えていらっしゃる
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方はたくさんおられると思うのです。そういう活動とこのＣＤＭのプロジェクトを何とかうま

くつなげられないかという思想もあっていいのではないか。出てきたクレジットを誰が買うか

とかいろいろあるのですけれども、少なくとも事業をするということで、そういう地域開発の

活動をしていらっしゃる方が参加して、地域開発のプロジェクトとしてＣＤＭ植林プロジェク

トをやるというようなことも、先ほど小林先生が言われた、あのコーナーのところに多分入る

可能性のある話だと思うのです。 

 実は私どもＪＩＣＡがやろうとしている国の中でも、実施体制が非常に弱いところなどでは、

そういうコンビネーションでなければプロジェクトにならないのではないかと個人的には考え

ておりますので、ぜひそういう可能性も皆さんに考えていただきたいと思います。 

 最後の方の質問、私、清水さんの説明にちょっとつけ加えた方がいいと思うのですけれども、

先ほどの人為的なというところの清水さんのご説明には、人為的なものによって一時的に、つ

まり日本でいうところの伐採跡地ではないということだと思うのです。ですから、逆に言うと、

歴史的にそこにはずっと人為が加わって、例えばグレージングのプレッシャーがあって、その

結果として木がなくて、近い将来大きな変化がない限りそれは変わらないというものでも当然

エレジビリティがあると考えておりますが、それでよろしいでしょうか。 

○清水講師 すみません、おっしゃるとおりです。 

○司会 ありがとうございました。 

 ただいまの堀さんのご発言はご質問ということでなくてご提言ということでとらえさせてい

ただきます。 

 あと、ご質問あるいはご意見等ございますでしょうか。 

○並河（東京大学） 東京大学で研究している並河と申します。 

 赤木さんにお聞きしたいのですけれども、スライドの４ページ目の最初の吸収源に関する情

報提出不履行の基準というところですけれども、「その活動の調整済みの推計値」というのが、

具体的にどういう調整をするのかというところがよくわからなかったので、そこら辺をお聞き

したいと思います。 

○赤木講師 調整というのは、日本が、例えば森林のフォレスト・マネジメントでこれだけ吸

収していますという報告を出すわけです。その報告を出すと、その報告に対してレビューとい

いますか、審査がかかるわけですけれども、その審査の結果、その方法が通常使われている方

法ではない、問題があると指摘された場合に、何回かやりとりをするのですけれども、やりと

りの結果、調整値がかかるわけです。例えば100を吸収しているという報告をして調整値が



 - 34 -

30％かかった。そうすると、70しか認められないということになるわけです。そうすると、70

しか認められなくて100レポートしているわけですから、「100－70」、30の部分について調整

がかかったと。その割合が、仮に全体を足し合わせて非常に大きくなった場合に、全体のデー

タ自体が信頼できないとみなされて、吸収量全体が使えなくなるというルールです。 

 この調整のルール自体は既に決定しております。ですから、ドキュメントの中に、「アジャ

ストメント」と言うのですけれども、そのルール自体はありますので、見ていただければと思

います。 

○並河 ありがとうございます。 

○司会 それでは、予定の４時も10分ほど過ぎました。長い間熱心なご議論ありがとうござい

ました。 

 それでは、以上をもちましてＣＤＭ吸収源事業説明会を終わらせていただきます。 

 最後に、お三人の講師の皆様方に盛大な拍手をよろしくお願いいたします。（拍手） 

 どうもありがとうございました。 

 

閉  会 
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会議の主な成果会議の主な成果((各論２各論２))
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•• ＣＤＭの推進・改善方策合意ＣＤＭの推進・改善方策合意

––省エネ促進に向けた我が国主導の「ＣＤＭの将省エネ促進に向けた我が国主導の「ＣＤＭの将
来」イニシアティブの推進、審査の迅速化など、Ｃ来」イニシアティブの推進、審査の迅速化など、Ｃ
ＤＭ理事会・事務局の強化策が決定ＤＭ理事会・事務局の強化策が決定

会議の主な成果会議の主な成果((各論３各論３))

•• 将来の行動にかかる３つのプロセスの開始将来の行動にかかる３つのプロセスの開始

––議定書３条９議定書３条９

•• 附属書附属書ⅠⅠ国の次期約束については、第一約束期間末国の次期約束については、第一約束期間末
の７年前（の７年前（200200５年末）までに議定書締約国会議におい５年末）までに議定書締約国会議におい

て開始て開始

––議定書９条議定書９条

•• 議定書締約国会議は、議定書を定期的に検討する議定書締約国会議は、議定書を定期的に検討する
検討は第２回議定書締約国会議に始め、その後一定検討は第２回議定書締約国会議に始め、その後一定
の間隔で実施の間隔で実施
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会議の主な成果会議の主な成果((各論各論4)4)
•• 将来の行動にかかる３つのプロセスの開始将来の行動にかかる３つのプロセスの開始

––全ての国の参加による対話の開始全ての国の参加による対話の開始(COP)(COP)
•• 「長期的協力に関する対話」（モントリオール・ＡＰ）「長期的協力に関する対話」（モントリオール・ＡＰ）

•• 米国、途上国を含む全ての国の参加米国、途上国を含む全ての国の参加

•• 将来交渉を予断しない対話、経験の交換将来交渉を予断しない対話、経験の交換

•• 先進国１名、途上国１名の共同議長でＷＳ開催先進国１名、途上国１名の共同議長でＷＳ開催

•• COP12,COP13COP12,COP13への報告への報告

–– ３条９に基づく検討の開始３条９に基づく検討の開始((次回次回SBSBで作業部会で作業部会) ) 
(COP/MOP)(COP/MOP)

–– ９条に基づく議定書レビューの準備９条に基づく議定書レビューの準備(COP/MOP)(COP/MOP)
•• 各国は関連情報を各国は関連情報を20062006年９月までに提出年９月までに提出

森林関連森林関連分野の分野の主要議題主要議題

•• 吸収源に関する情報提出不履行の基準吸収源に関する情報提出不履行の基準

•• 伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い

•• 途上国における森林減少に由来する排出の削減途上国における森林減少に由来する排出の削減

•• 小規模ＣＤＭ植林の方法論等小規模ＣＤＭ植林の方法論等

•• 吸収源に関する共通報告様式（ＣＲＦ）の修正吸収源に関する共通報告様式（ＣＲＦ）の修正
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吸収源に関する情報提出不履行の基準吸収源に関する情報提出不履行の基準

•• 吸収源分野の目録情報の品質が著しく劣る場合に、吸収源分野の目録情報の品質が著しく劣る場合に、

議定書の目標達成への吸収量の算入を差し止める議定書の目標達成への吸収量の算入を差し止める

ための判断基準を検討ための判断基準を検討

•• 日本提案とＥＵ提案の間で議論となったが、最終的日本提案とＥＵ提案の間で議論となったが、最終的

に事務局から調整案が示され、各国合意に事務局から調整案が示され、各国合意

吸収源に関する情報提出不履行の基準吸収源に関する情報提出不履行の基準

•• 約束期間のある年におけるある活動の調整約束期間のある年におけるある活動の調整
の高さの高さ(M)(M)は、「その活動の調整済みの推計は、「その活動の調整済みの推計

値から、その活動の提出値を引いたもの」を値から、その活動の提出値を引いたもの」を
その活動の全てのコンポーネントの絶対値のその活動の全てのコンポーネントの絶対値の
合計値で除して合計値で除して0.180.18を乗じたパーセンテージを乗じたパーセンテージ
で表される。Ｍで表される。Ｍ≦≦９９(%)(%)

∑∑

••（注）０．１８は、附属書（注）０．１８は、附属書ⅠⅠ国の総排出量に対する吸収源排出・吸収量の国の総排出量に対する吸収源排出・吸収量の
平均割合の指標として選択平均割合の指標として選択
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伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い

•• 本年１月に附属書本年１月に附属書ⅠⅠ国から提出された関連国から提出された関連

データ及び意見に基づき議論データ及び意見に基づき議論

•• 実質的な議論を開始するのは時期尚早、実質的な議論を開始するのは時期尚早、

20062006年改訂年改訂IPCCIPCCガイドラインの策定状況をガイドラインの策定状況を

踏まえ今後議論踏まえ今後議論(SBSTA24,25)(SBSTA24,25)

伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い

1)1)デフォルト方式デフォルト方式 (IPCC default approach)(IPCC default approach)

2)2)ストック方式ストック方式 (stock(stock--change approach)change approach)

3)3)プロダクション方式プロダクション方式 (production approach)(production approach)

4)4)フロー方式フロー方式 (atmospheric(atmospheric--flow approach)flow approach)
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伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い

•• デフォルト方式デフォルト方式

•• 森林から伐採された木材に含まれる炭素は、伐採さ森林から伐採された木材に含まれる炭素は、伐採さ
れた年に伐採された国で排出されたとみなす。れた年に伐採された国で排出されたとみなす。

•• 「改訂１９９６年ＩＰＣＣガイドライン」による。「改訂１９９６年ＩＰＣＣガイドライン」による。

○○年間ストック変化量（吸収量）年間ストック変化量（吸収量）

森林におけるストック変化量森林におけるストック変化量

＝＝ 森林における成長量森林における成長量 －－ 林地残材量林地残材量 －－ 木材生木材生
産量産量

伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い

•• ストック方式ストック方式

•• 国内に存在する木材製品（輸入材を含む）に含まれ国内に存在する木材製品（輸入材を含む）に含まれ
る炭素ストック量の変化を算入。る炭素ストック量の変化を算入。

○○年間ストック変化量年間ストック変化量

森林におけるストック変化量森林におけるストック変化量 ＋＋ 国内に存在する木材製品に国内に存在する木材製品に
含まれるストック変化量含まれるストック変化量

＝＝ （森林における成長量（森林における成長量 －－ 林地残材量林地残材量 －－ 木材生産量）木材生産量）

＋＋ （木材消費量－国内に存在する木材製品の廃棄・焼却（木材消費量－国内に存在する木材製品の廃棄・焼却
量）量）
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伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い

•• プロダクション方式プロダクション方式

•• 国内で生産された木材製品に含まれる炭素ストック量の変国内で生産された木材製品に含まれる炭素ストック量の変
化を算入。化を算入。

•• 輸出入木材に係るストック量の変化は輸出国（＝生産国）で輸出入木材に係るストック量の変化は輸出国（＝生産国）で
計上。計上。

○○年間ストック変化量年間ストック変化量

森林におけるストック変化量森林におけるストック変化量 ＋＋ 国内で生産された木材製品国内で生産された木材製品
に含まれるストック変化量に含まれるストック変化量

＝＝ （森林における成長量（森林における成長量 －－ 林地残材量林地残材量 －－ 木材生産量）木材生産量）

＋＋ （木材生産量－国内で生産された木材製品の廃棄・焼（木材生産量－国内で生産された木材製品の廃棄・焼
却量）却量）

伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い伐採木材製品（ＨＷＰ）の取扱い

•• フロー方式フロー方式

•• 国内における大気との炭素の吸収・排出の差し引き国内における大気との炭素の吸収・排出の差し引き
を算入。を算入。

•• 国産材は、森林での吸収、廃棄・焼却時の排出を計国産材は、森林での吸収、廃棄・焼却時の排出を計
上。上。

•• 輸入木材は廃棄・焼却時における炭素排出量のみ輸入木材は廃棄・焼却時における炭素排出量のみ
を計上。を計上。

○○年間大気フロー量年間大気フロー量

＝＝ 森林における成長量森林における成長量 －－ 林地残材量林地残材量 －－ 国内国内
に存在する木材製品の廃棄・焼却量に存在する木材製品の廃棄・焼却量
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途上国における森林減少に由来する排出の削減途上国における森林減少に由来する排出の削減

•• パプアニューギニア、コスタリカからの提案パプアニューギニア、コスタリカからの提案

–– 森林減少による二酸化炭素排出量が全体の排出の最大森林減少による二酸化炭素排出量が全体の排出の最大
１／４を占める１／４を占める

–– 森林減少を抑制するための努力を適正に評価（インセン森林減少を抑制するための努力を適正に評価（インセン
ティブ）する仕組みをティブ）する仕組みをUNFCCCUNFCCCの中に設ける必要の中に設ける必要

•• 過去にも過去にもNGONGOからの問題提起（からの問題提起（CDMCDM））
•• CRNCRN（（The Coalition for Rain Forest Nations)The Coalition for Rain Forest Nations)（ボリ（ボリ
ビア、チリ、ドミニカ、ガテマラ、コンゴ等）が主導し、ビア、チリ、ドミニカ、ガテマラ、コンゴ等）が主導し、
G77G77が全面サポートが全面サポート

途上国における森林減少に由来する排出の削減途上国における森林減少に由来する排出の削減

•• 各国とも議論の開始には賛同。しかし、インセンティ各国とも議論の開始には賛同。しかし、インセンティ
ブの付与やスケジュールについて論議ブの付与やスケジュールについて論議
– 途上国からは、このような活動に対するインセンティブも
含めてできるだけ早急に検討を進め、結論を得ることを求
める意見が相次ぐ→SBSTAのみならずSBIでも議論すべ
きと主張

– 先進国側は、議論の開始については異議はないものの、
技術的な議論を慎重に行うべきとの意見を主張し対立

• 調整の結果、最終的に次回SBSTA24で議論を始め、
２年後（SBSTA27）で結果を報告することで決着
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小規模ＣＤＭ植林の方法論等小規模ＣＤＭ植林の方法論等

•• 小規模ＣＤＭ植林を実施する際の温室効果ガス排小規模ＣＤＭ植林を実施する際の温室効果ガス排
出量及び吸収量の算定を容易にする簡素化された出量及び吸収量の算定を容易にする簡素化された
方法論が採択方法論が採択

–– 草地、農地のみを対象草地、農地のみを対象

–– 50%50%以上の世帯、活動の移転が見込まれる場合適用で以上の世帯、活動の移転が見込まれる場合適用で

きないきない

–– 追加性は投資のバリアなどどれか１つを証明追加性は投資のバリアなどどれか１つを証明

–– ベースラインは現在あるいは過去の当該土地の炭素蓄ベースラインは現在あるいは過去の当該土地の炭素蓄
積の変化を採用、顕著な変化がないと証明できれば一定、積の変化を採用、顕著な変化がないと証明できれば一定、
ベースラインのモニタリングは要しないベースラインのモニタリングは要しない

–– リーケージによる排出がリーケージによる排出が10%10%未満未満→→ゼロ、ゼロ、1010％以上％以上→→

１５％１５％

吸収源に関する共通報告様式（ＣＲＦ）の修正吸収源に関する共通報告様式（ＣＲＦ）の修正

•• COP9COP9でのでのLULUCFLULUCF--GPGGPGの採択に伴い改訂さの採択に伴い改訂さ

れた条約対応の共通報告様式（ＣＲＦ）についれた条約対応の共通報告様式（ＣＲＦ）につい
て、利便性の向上等からの技術的修正て、利便性の向上等からの技術的修正

•• 20072007年に提出する報告から使用年に提出する報告から使用
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今後の予定今後の予定

•• ＳＢＳＴＡ２４ＳＢＳＴＡ２４ ２００６年５月１５日～２６日２００６年５月１５日～２６日

•• ＳＢＳＴＡ２５ＳＢＳＴＡ２５, COP12, COP/MOP2                   , COP12, COP/MOP2                   
２００６年１１月６日～１７日２００６年１１月６日～１７日

•• 目的目的
–– クリーンで効率的な技術の開発・普及を通じた環境クリーンで効率的な技術の開発・普及を通じた環境
汚染、エネルギー安全保障、気候変動問題への対処汚染、エネルギー安全保障、気候変動問題への対処

•• 参加国参加国
–– 米国（主催）、豪州、中国、インド、韓国、日本米国（主催）、豪州、中国、インド、韓国、日本

•• 性格性格
–– 京都議定書を代替するものではなく補完するもの京都議定書を代替するものではなく補完するもの

•• 閣僚会合閣僚会合
–– 2006,1,102006,1,10～～12 12 豪州豪州

–– パートナーシップ憲章を採択パートナーシップ憲章を採択

–– 主要分野：省エネ、クリーン石炭技術、天然ガス主要分野：省エネ、クリーン石炭技術、天然ガス
炭素隔離等炭素隔離等

アジア太平洋パートナーシップ会合アジア太平洋パートナーシップ会合
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CDM植林を巡る最近の動向
について

林野庁計画課海外林業協力室

清水俊二

CDM植林に関する指針等

Tool for the demonstration and 
assessment of additionality in AR project 
activities (EB21)
Procedures to define the eligibility of lands 
for AR-CDM project activities (EB22)
Simplified methodologies for small-scale 
AR-CDM project activities (EB22、
COP/MOP1)
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追加性の証明と評価のツール
（その１）

追加性証明のステップ
（小規模CDM植林は対象外）
０．プロジェクト活動開始日に基づく予備的審査（土地適格性の定義を使
用）
１．代案の特定
（１）プロジェクト活動代案を定義
（２）適用される法律等の実施
（３）ベースライン・シナリオの選択
２．投資分析
（１）分析方法の決定
（２）単純コスト分析・投資比較分析・基準値分析
（３）財務的指標の計算と比較
（４）感度分析

追加性の証明と評価のツール
（その２）

３．バリア分析

（１）バリアの特定

（２）バリアによる代案の妨害

４．CDM登録の影響
CDMプロジェクト活動によりもたらされる利益等
によるバリア緩和、プロジェクト実施可能性
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CDM植林活動における土地適格
性の定義 (その１)

１．プロジェクト境界内の土地がCDM植林活動に適
格性があることを証明。

１．（a） プロジェクト開始時に当該土地が森林でな
かったことを証明。

１．（a）ⅰ 当該土地が森林定義の閾値より低い。

１．（a）ⅱ 当該土地が伐採のような人為干渉や自
然現象等により一時的に無立木地となったのではな
い。

CDM植林活動における土地適格
性の定義(その２)

１．（b）活動が再植林又は新規植林活動であ
ることを証明。

１．（b）ⅰ 再植林の場合、８９年１２月末時点
で、当該土地が森林定義の閾値よりも低いこ
とを証明。

１．（b）ⅱ 新規植林の場合、当該土地が最
低５０年間森林定義の閾値よりも低いことを
証明。
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CDM植林活動における土地適格
性の定義 (その３)
２．ステップ１（a）、１（b）を証明するために次
の情報のうち一つを提示。

２．（a）地上データに補足された航空写真、
衛星データ

２．（b）地上調査

２．（c）オプション（a）、（b）が入手不能な場
合、参加型農村調査法に基づく書面による
証言

小規模CDM植林に関する簡素化
方法論（その１）

草地・農地

５０％の移転が生じるものは適用外

土地適格性の証明

追加性の証明：バリアの最低一つを証明

地上部バイオマス及び地下部バイオマス
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小規模CDM植林に関する簡素化
方法論（その２）

●ベースライン方法論

現在あるいは過去の当該土地の炭素蓄積の変
化

リーケージ指標（世帯数、生産物）が１０％未満で
あるならば、リーケージ発生しない。１０％以上の
場合、炭素蓄積の１５％。５０％以上の場合、推
定不可。

●モニタリング方法論

ベースラインのモニタリングは必要なし。

方法論審査状況
Number Country
ARNM0001 Belize
ARNM0002 Brazil
ARNM0003 Tanzania
ARNM0004 Uruguay
ARNM0005 Belize
ARNM0006 India 
ARNM0007 Moldova
ARNM0008 Uganda
ARNM0009 Paraguay
ARNM0010 China
ARNM0011 Ecuador
ARNM0012 Brazil
ARNM0013 Belize
ARNM0014 Uruguay
ARNM0015 Brazil
ARNM0016 Uruguay
ARNM0017 Mexico
ARNM0018 Albania

Status
C
C
C
C
C
C
B
C
C
A
C

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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1

CDM植林に関する
サイド・イベント
について

小林紀之
日本大学大学院法務研究科（法科大学院）

平成18年1月10日(火)

概要１

1. 日 時：2005年12月8日（木）13:00～15:00

2. 場 所：”Three Rivers”, Palais des Congrès de
Montréal（ﾊﾟﾚ･ﾃﾞ･ｺﾝｸﾞﾚ，ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ）

3. テーマ： The Development and Prospects of  A/R 
CDM: Balancing Restoration and 
Community Development （CDM植林の
発展と見通し）

4. 進 行：各発表者からのプレゼンテーション
の後、質疑応答

～ 概要(1)
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概要２

4. 発表者(敬称略)
天野正博（早稲田大学）【座長】

J. Eduardo SANHUEZA（前AR-WG議長）
Hwan-Ok MA（ITTO）
清野嘉之（(独)森林総合研究所）

小林紀之（日本大学）

5. 参加者：約１００名
6. その他：COP11、COP/MOP1のサイド・イベ

ントとして実施（主催：JIFPRO、森
林総研）

～ 概要(2)

概要3

左から、SANHUEZA、天野、MA、清野、
小林（敬称略）

会場は満席

～ 概要(3)
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Development and Prospects of A/R CDM（CDM植林の発
展と見通し）
～J. Eduardo SANUEZA, Ph.D.（前CDM理事会理事、前

AR-WG議長）プレゼンテーション

追加性、ベースラインの概念と作成指針

提出されたベースライン方法論の不承認理
由と勧告項目

AR-WGの主な検討事項
EB, AR-WGの当事者としての経験を踏まえ、
核心となるポイントを適確にまとめて発表

～ SANHUEZA(1)

主な発表項目主な発表項目

新方法論提出に際し、事業者に推奨する指針（criteria）新方法論提出に際し、事業者に推奨する指針（criteria）

追加性

ベースライン方法論

土地の適格性

これらにつき、ポイントを整理して発表

～ SANHUEZA(2)
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新方法論不承認の主な理由新方法論不承認の主な理由

ベースライン

追加性

リーケージ

non-CO2ガス

土地の適格性

透明性、保守性、炭素プール

誤謬、技術的問題、その他

各項目毎に問題点を指摘

～ SANHUEZA(3)

ITTO’s Initiative for Capacity Building on A/R CDM for 
Tropical Countries（熱帯諸国のCDM植林に関する能力開
発のためのＩＴＴＯｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ）
～Hwan-Ok MA, Ph.D.（ITTO事業部長）プレゼンテーション

主旨：熱帯林分野での京都議定書のシンクＣＤ
Ｍ推進のための人材育成

目的：工業国（投資国）と途上国（ホスト国）の連
携を通じた公的機関と民間とのパートナー
シップによるシンクＣＤＭの推進

CDM植林に関するITTO新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの紹介(1)CDM植林に関するITTO新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの紹介(1)

～ MA(1)
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CDM植林に関するITTO新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの紹介(2) CDM植林に関するITTO新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの紹介(2) 

プロジェクトの実施内容と期待される成果：

AR-CDMプロジェクトの案件発掘・形成、マ
ニュアルの作成

ワークショップの開催

アジア、南米、アフリカで開催し、ホスト国と投資
者を結びつける

PDDの作成（6PDDをEBに提出）

～ MA(2)

A/R CDM - Related Endeavors of the Japanese 
Government（CDM植林に関する日本政府の取組）
～清野嘉之（(独)森林総合研究所植物生態研究領域長）

プレゼンテーション

取組一覧表（16件）の説明及び分野別の分析
※ 配付資料（清野氏スライド3,4枚目）参照

投資シミュレーションモデルの説明
※ 配付資料（清野氏スライド6～10枚目）参照

ベトナム・ビンディン省における9,800haのアカ
シア・ハイブリッド植林をモデルとするシミュ
レーション

CDM植林に関する日本政府の取組みCDM植林に関する日本政府の取組み

～ 清野(1)
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適格性を満たした土地を選ぶための情報等適格性を満たした土地を選ぶための情報等

※ 配付資料（清野氏スライド12～15枚目）参照

10ヶ国を対象にCDM植林プロジェクト実施可能
性のある未立木地の状況を調査

小規模CDM植林プロジェクトの実施にあたって
調査すべき社会経済に関する項目

小規模ＣＤＭ植林プロジェクトにおける生物多
様性に関する配慮事項

～ 清野(2)

CDM植林プロジェクトの準備、実施マニュアルCDM植林プロジェクトの準備、実施マニュアル

※ 配付資料（清野氏スライド17～19枚目）参照

インドネシアでのCDM植林プロジェクトの実施を
想定し、ＪＩCA技術協力プロジェクトによりインド
ネシア林業省が作成

マニュアル、データベースをウエブサイト上で公
開し、日・イ両国の事業者の活用に供す

データベースの更新も検討中（例：バイオマスや
土壌有機物データ）

～ 清野(3)
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生物学者から見たCDM植林の課題生物学者から見たCDM植林の課題

※ 配付資料（清野氏スライド20枚目）参照

データの散逸を防ぐ工夫（データの公表）

植林前の土地利用分析の重要性

造林困難地に適した耐火性樹木の活用

～ 清野(4)

Promoting A/R CDM Projects – Principal Issues from the 
Viewpoint of Project Participants（CDM植林の推進－事業参
加者から見た主な課題）

～小林紀之（日本大学教授）プレゼンテーション

※ 配付資料（小林スライド4～6枚目）参照

一層の簡素化、ツール類開発の必要性、AR-
WGの増員
小規模CDM植林プロジェクト規模要件の拡大
（経済性の課題）

～ 小林(1)

CDM植林の経緯、現状、申請案件（13件）の分析CDM植林の経緯、現状、申請案件（13件）の分析

CDM植林関連の手続き上の課題と改善策CDM植林関連の手続き上の課題と改善策

CDM植林関連のツール、指針等の開発状況
※ 配付資料（小林スライド1～3枚目）参照
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～ 小林(2)

CDM植林事業者にとってのインセンティブ、利益、課題CDM植林事業者にとってのインセンティブ、利益、課題

事業者にとっての経済面での障害事業者にとっての経済面での障害

※ 配付資料（小林スライド7～9枚目）参照

削減目標の遵守

経済的インセンティブ（CDMコストと削減コスト、
CER収入の比較）
間接的（非経済的）利益（CSR的価値）

現状の低いCER価格水準と将来の不安定性

tCER、lCERとCERとの価格差（補填問題）

～ 小林(3)

CDM植林プロジェクトとしての産業植林事業の推進CDM植林プロジェクトとしての産業植林事業の推進

※ 配付資料（小林スライド10,11枚目）参照

CDM植林の活用により、産業植林事業推進上
の障害が克服される可能性

事業経済性の向上

地域社会への貢献を炭素価格（tCER，lCER）
へ適正に反映

tCER、lCER、補填の改善策tCER、lCER、補填の改善策

持続可能な森林経営の認証と手続きの簡素化
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結論結論

更なる手続きの改善

迅速化等

事業参加者への経済的価値の付与

クレジットの適正な評価、産業植林推進上の障害の
除去

～ 小林(4)

CDM植林の将来的課題CDM植林の将来的課題

PDDの統合（バイオマス事業と植林事業）

対象の拡大（森林経営を含める）

Promotion of A/R CDM under Sustainable Forest 
Management（持続可能な森林経営のもとでのCDM植林の
推進）
～天野正博（早稲田大学教授） プレゼンテーション

地球上の炭素循環と森林の関係、森林資源の変化、
持続可能な森林経営の炭素循環の寄与
地球上の炭素循環と森林の関係、森林資源の変化、
持続可能な森林経営の炭素循環の寄与

～ 天野(1)

京都議定書、マラケシュ・アコードでの持続可能な森
林経営の課題
京都議定書、マラケシュ・アコードでの持続可能な森
林経営の課題
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持続可能な森林経営（SFM）とのコラボレーション策持続可能な森林経営（SFM）とのコラボレーション策

“例えば”として、いくつかのアイデアを例示
SFM森林とnot-SFM森林との異なる取り扱い
SFM森林での吸収量算定・報告の簡素化

森林・林業関連の国際機関との連携
森林減少防止の取組みを新たなCDM枠組みへ
組み入れ
non-ANEXⅠ国が行うSFM活動に対するインセ
ンティブの付与
SFMは地域社会開発支援のための重要な要素
であるとともに、地域社会開発はSFMの実現の
ために必要

～ 天野(2)

最後に…
プレゼンテーション

バランスのとれた内容・構成

積極的な提言

参加者

様々な国・地域、機関から多数

活発な質疑・応答

～ 結言

ＣＤＭ植林推進に向けた我が国の取組みについて、
国際的な理解が深まった
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2121

ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました

小林紀之小林紀之
日本大学大学院法務研究科（法科大学院）日本大学大学院法務研究科（法科大学院）
















































